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最高裁判所第１０回「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」 

に対する意見書 

２０２４年（令和６年）２月１６日 

日本弁護士連合会 

２０２３年（令和５年）７月２８日、最高裁判所は、裁判の迅速化に関する法律

（平成１５年法律第１０７号。以下「迅速化法」という。）第８条第１項に基づく

裁判の迅速化に係る検証（以下「迅速化検証」という。）に関して、裁判の迅速化

に係る検証に関する報告書（以下「第１０回報告書」という。）を公表した。第１

０回報告書は、「迅速化検証の現在地」として、迅速化法の施行以来２０年間、１

０回にわたる検証報告の全体に関する部分と、今回の１０回目の検証の報告部分に

分かれるので、本意見書では以下、第１で１０回にわたる検証報告全体に対する意

見の要旨、第２で本意見書の構成として、迅速化法及びこれに基づく検証の趣旨並

びに本報告書の概要を説明した上、本意見書別紙１、別紙２の趣旨を述べ、これら

により第１記載の意見の要旨の具体的理由を詳述する。次いで、第３で１０回目の

迅速化検証に関する意見を述べた上、第４で今後の迅速化検証に対する当連合会と

しての姿勢と要望を取りまとめた。 

第１ １０回にわたる検証報告全体に対する意見の要旨 

１ 迅速化法は司法制度全体の基盤整備法であり、裁判の迅速化のみではなくそ

の充実の観点から司法基盤の整備をも求める法律であるが、これまで１０回に

わたる検証においては、司法基盤整備や制度改革の必要性の観点からの検証が

十分になされたとは言い難い。 

２ 最高裁判所は、第１回から第５回の検証において、裁判の迅速化に係る総合

的、客観的かつ多角的検証を行うとして、裁判外の社会的要因をも対象として

多角的・実証的な分析を行った。迅速化法の趣旨に則り、客観的で有意義な検

証が実施されたものと評価される。 

３ 第３回ないし第４回の報告書では、裁判所の人的・物的態勢の整備の必要性

を最高裁自らが述べていたが、これらは、現在まで、国の政策の策定、実施に

当たって十分に活用されるところまで至っておらず迅速化法第３条の趣旨にそ

ぐわない状況となっている。 

４ 第６回以降の迅速化検証は、手続の運用改善に力点を置いて、第１０回ま

で５回合計１０年間に及んだ。この間、検証とそのフィードバックを通じて、
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民事、刑事、家事のいずれの分野においても手続の運用改善・創意工夫が進

み、現場でも様々なプラクティスが見られるようになり、意識付けが進んで

いると評価できる。しかしながら、第６回以降の検証で明らかにされた取組、

創意工夫が、その当否も含めて法曹三者で十分に意識が共有され、どの事件

でも、どの裁判所でも等しく適切かつ十分に理解、活用されているとまでは、

評価し難い。また、司法基盤整備や制度改革の必要性の観点からの具体的検

証事項が見られなくなっていることは遺憾である。 

 ５ 一審民事事件については、統計データでは、近時の新受件数は減少傾向にあ

りながら、審理期間は長期化傾向となっていることが示された。この原因につ

いては、報告書の中で、紛争内容の質的な困難化（科学技術面の先端的知見を

必要とする事件や、新たな取引形態が問題となっている事件、非典型的で要件

事実や注意義務の整理が難しい事件、親族間紛争等の感情的対立の激しい事件

など）が争点整理期間、全体の審理期間に影響を及ぼしていることがうかがえ

るとされており、このような質的に困難化している事件に対しては、争点整理

手続など既存の手続の運用改善の視点のみならず、専門的知見の取得、証拠収

集方法の拡充、証拠偏在案件への方策などを検討する必要がある。 

 ６ 刑事事件においては、大量の客観的証拠の整理・検討など既に多大な負担が

あって手続進行への圧迫要因が生じており、証拠開示請求の現状があたかも長

期化要因であるかのような受け止め方が見られたのは不当である。被告人の防

御権を保障しつつ更に公判前整理手続の期間、審理期間を短縮するためには、

機材等も含めた態勢面の拡充、身体拘束の改善、身体拘束されている被告人の

公判対応準備の環境整備が求められる。さらに、全面証拠開示も含め、証拠開

示に関する法的・制度的な改正の必要性も検討されるべきである。 

  ７ 家庭裁判所の繁忙度が高く負担が増していること、期日間隔が長くなってい

ることは、検証の結果からもうかがえる。当連合会も、２０２３年（令和５年）

１０月６日に開催した人権擁護大会において、家庭裁判所の人的、物的基盤整

備を求め、「子ども・高齢者・障害者を含む住民の人権保障のために、地域の

家庭裁判所の改善と充実を求める決議」を採択した。 

家庭裁判所に関する検証については、手続の運用改善のみならず、裁判官、

書記官はもちろん、家裁調査官、調停委員の人数や繁忙度などにも観点を広げ、

子ども・高齢者・障害者を含む住民の人権保障のために、家庭裁判所全体の紛

争解決機能の強化、態勢の拡充を図る観点が必要不可欠である。 

８ 毎回の検証報告書に対する国民の関心、反響は低調と言わざるを得ず、その

改善並びに裁判手続の充実に向けた問題意識の喚起・浸透が必要である。 
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第２ 本意見書の構成 
１ 迅速化法は、司法制度全体の基盤整備法である。 

すなわち、第１条で、迅速化法の目的が公正かつ適正で充実した手続の下で

裁判の迅速化を図ることによって国民の期待に応える司法制度の実現に資する

ことにあると規定した上、第２条第１項では、その裁判の迅速化は、充実した

手続の実施とこれを支える制度及び体制の整備という、運用面、制度・体制面

にわたる総合的な方策の推進によって行われるという基本的枠組みを明示して

いる。第３条で、迅速化法にいう「裁判の迅速化」とはこうした基本的枠組み

の下での迅速化を言うものとして国に必要な施策を策定・実施する責務を課し、

第４条で政府に対し、第３条の施策に必要な法制上・財政上の措置その他の措

置を講じる責務を課している。 

２ 迅速化検証は、迅速化法第８条第１項に基づいて実施され、２年に１回、検

証報告書が公表されるもので、迅速化法の趣旨を活かし司法の基盤整備、充実

しかつ迅速な手続を実現する上で極めて重要な位置付けを有する。迅速化法の

施行後、２００５年（平成１７年）７月の公表を第１回として、今回は、第１

０回の迅速化検証に関する報告である。 

 ３ 第１０回報告書では、従来と同様、前回の第９回報告書（２０２１年（令和

３年）７月公表）以降の迅速化検証の結果をまとめている。加えて、今回の特

徴として、第６回以降のフォローアップも５回・１０年となったことから、特

別に「迅速化検証の現在地」と題する章を設けて「司法研修所において実施し

た研究会」が取り上げられ、「裁判の迅速化に係る検証に関する検討会」（以

下「検証検討会」という。）の座長である山本和彦・一橋大学大学院法学研究

科教授の「裁判迅速化検証の２０年―その意義と課題・展望―」と題する基調

講演と、任官５年から２０年目の裁判官を対象とした令和４年度民事・刑事・

家事専門研究会（迅速化）の議論の概要が「共同研究」として掲載された。山

本座長の講演録における発言は、当連合会と意見を異にする点もあるが、迅速

化検証の全体像を理解する上では、大変分かりやすい。 

４ これに引き続いて、第１０回報告書では「迅速化検証の振り返り」として、

検証検討会での議論も踏まえて、迅速化法の制定から２０年を経過した迅速化

検証の経緯と分野別の振り返りが併せて行われている。 

５ 当連合会は、前記第１のとおり、迅速化法と１０回に及ぶ迅速化検証に対す

る意見を述べた。この検証が２０年間の長きにわたり、かつ、今後も継続を予

定されている所以は、実証的な検証に基づく客観的な報告であり、その必要性
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や有意性に対する高い評価があったからである。しかし、検証の結果は、現状

では、司法基盤の整備及び手続の運用改善に十分に活かされるところまでたど

り着いていないと言わざるを得ない。 

６ その一方で、第１０回報告書の「迅速化検証の振り返り」の中で述べられて

いる内容には、過去の報告書の中で基盤整備の観点から取り上げられていた内

容に対する言及がないもの（そのため今後の課題からも抜けている。）、逆に、

これまでの検証の結果と理解して良いか疑義がある記載が含まれていると思わ

れる部分、誤解を生じるおそれのある部分、ないし踏み込み過ぎと思われる表

現など、当連合会としては異論がある部分がいくつか存在したので、この点に

関しても、当連合会として意見を述べることとした。これらの部分に対する当

連合会の意見は、本意見書に別紙１として添付したとおりである。 

７ さらに、迅速化検証の報告書は２年に１回の割合で公表され、最高裁判所の

ウェブサイトに全１０回の報告書の全文が掲載され、当連合会の意見書もウェ

ブサイトにおいて同様の取扱いをしているが、先に指摘したとおり、国民一般

に十分に浸透しているとは思われず、本意見書に当連合会独自に迅速化検証を

振り返る意見をまとめることとした。迅速化法の成立から、当連合会が、迅速

化法は司法の基盤整備法であることを繰り返し強調してきたことを基本とし、

各回の検証報告書の概要を紹介し、当連合会が、各回の意見書で指摘していた

ところを再度、確認し、この２０年間の検証の結果と当連合会の意見を取りま

とめたものを本意見書の別紙２として、添付することにした。 

８ 他方、「振り返り」とは別に専ら第１０回として実施された検証の結果につ

いては、第１０回検証に関する地方裁判所における民事第一審、刑事通常第一

審、家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の検証結果の報告として、

別途、まとめられている。この部分に関しては、これまでの報告書に対する当

連合会の意見と同じく、本意見書第３の部分で、第１０回報告書の内容に触れ

ながら、当連合会の意見を述べることとした。 

９ 終わりに、第４で当連合会としての迅速化検証に対する姿勢と要望を述べる

こととした。 

 

第３ 第１０回検証における地方裁判所及び家庭裁判所における実情調査について 

１ 地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情について（第１０

回報告書８０頁以下） 

(1) 民事第一審訴訟事件の概況について 

民事第一審訴訟６事件の新受件数は２０１５年（平成２７年）以降おおむ
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ね横ばいとなっていたが、近年は減少に転じている。 

反面、平均審理期間は、２０１６年（平成２８年）に８．６月であったも

のがその後長期化に転じ、２０２１年（令和３年）、２０２２年（令和４年）

ともに１０．５月と統計数値上で再び長期化傾向が見られる。既済事件のう

ち審理期間が２年を超える事件の割合も前回の７．８％から９．９％へ増加

し、平均期日間隔が長くなるなど争点整理期間が長期化している。また、係

属期間が２年を超える未済事件の事件数は前回より減少したものの、全未済

事件に占める割合は近年増加傾向が続いている。 

民事第一審訴訟事件の新受件数が横ばいであるかやや減少しているにもか

かわらず審理期間が長期化の傾向を見せていること、争点整理期間の長期化

が明らかであること、加えて審理期間が２年超の未済事件の割合が増加傾向

にあることは、第７回報告書以来、検証で明らかになっている。他方で、２

０２０年（令和２年）以降の審理期間長期化の背景には、同年初頭頃からの

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響もあるものと思われる。審理期間の

長期化ついては、民事第一審訴訟事件の全体が長期化しているとの単純な見

方ではなく、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響も考慮しつつ、全体の

統計数値だけではなく、事件類型別や事件の質的困難化の観点からも分析を

行い、より正確に把握する必要性がある。 

(2) 医事関係訴訟について（第１０回報告書９９頁） 

医事関係訴訟の新受件数は２００９年（平成２１年）以降年間７００件台

から８００件台前半で推移していたが、２０２２年（令和４年）は減少し、

６４３件であった。平均審理期間は、２０２０年（令和２年）は２６．７月、

２０２１年（令和３年）が２７．５月、２０２２年（令和４年）が２６．６

月と、前回報告（令和２年）以降は新型コロナウイルス感染症拡大等の影響

も考えればおおむね横ばいといえる。他方で２０２２年（令和４年）の人証

調べ実施率（３３．７％）や同鑑定実施率（同５．８％）は２０２０年（令

和２年）の人証調べ実施率（３５．９％）、同鑑定実施率（７．０％）より

も低下し、それぞれ２０１１年（平成２３年）、２００８年（平成２０年）

から低下傾向が続いている。 

必要な人証調べや鑑定をきちんと実施しつつ審理期間の長期化を防ぐ観点

から、引き続き注意を要する。 

(3) 建築関係訴訟について（第１０回報告書１０９頁） 

建築関係訴訟では、近年おおむね１９５０件から２０５０件程度で推移し

ていたが、２０２２年（令和４年）の新受件数（１８２８件）は２０２０年
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（令和２年）（１９７０件）より減少した。建築関係訴訟全体の審理期間は、

比較的審理が長期化しにくい瑕疵主張のない建築関係訴訟の審理期間（２０

２０年（令和２年）１３．８月、２０２２年（令和４年）１５．３月）が長

期化したことで、２０２０年（令和２年）の１９．７月から２０２２年（令

和４年）は２１．３月とやや長期化した。既済事件のうち瑕疵主張のある建

築関係訴訟においては審理期間が２年を超える事件の割合が４７．０％と２

０２０年（令和２年）（４８．０％）より若干減少したが、２０１８年（平

成３０年）（４０．２％）と比べると増加している上、瑕疵主張のない建築

関係訴訟における審理期間が２年を超える事件の割合（２０．１％）も２０

２０年（令和２年）（１７．４％）より増加している。 

前回（２０２０年（令和２年））以降の長期化の背景には、新型コロナウ

イルス感染症拡大等の影響もあると思われることを加味しても、長期化傾向

に歯止めがかかっていない。 

(4) 知的財産権訴訟について（第１０回報告書１２０頁） 

知的財産権訴訟では、２０２２年（令和４年）の新受件数（４７９件）

が２０２０年（令和２年）の新受件数（４９２件）に比べてほぼ横ばいで

あり、審理期間は２０２０年（令和２年）の１５．４月よりも長期化して

１６．７月となった。 

前回（２０２０年（令和２年））以降の長期化の背景には、新型コロナウ

イルス感染症拡大等の影響もあると思われるほか、知的財産権訴訟では事件

数が少ないため長期化した事件の終局が審理期間の統計数値を長くする可能

性がある等の事情はあるが、既済事件のうち審理期間が２年超の事件の割合

（２３．７％）が２０２０年（令和２年）（１９．１％）から増加している

など、注意を要する状況にある。 

(5) 労働関係訴訟について（第１０回報告書１２５頁） 

労働関係訴訟では、これまでの報告でも一貫して２００９年（平成２１年）

以後新受件数が高い水準で推移していることが指摘されてきたが、２０２０

年（令和２年）の新受件数が１９９２年（平成４年）以降で最多の３９６４

件となった後にやや減少し、２０２２年（令和４年）の新受件数は３２９８

件であった。新型コロナウイルス感染症拡大等の影響の考慮を要するが、平

均審理期間の長期化傾向が続いており、２０２０年（令和２年）に１５．９

月であったのが２０２２年（令和４年）は１７．２月となっている。審理期

間が６月以内の事件の割合が民事第一審訴訟事件と比べて顕著に低く、１年

超２年以内の事件の割合は顕著に高いという前回の報告は、今回の統計数値
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においてもその傾向を強めている。 

また、労働審判の新受件数も２０２０年（令和２年）には３９０７件と過

去最高となった後にやや減少し、２０２２年（令和４年）に３２０８件とな

ったものの、依然として高水準となっている。３月以内に終局した事件の割

合は５６．９％と２０２０年（令和２年）の４４．９％よりは増加したもの

の、２０１８年（平成３０年）の６７．０％（第９回報告書１０６頁）と比

べるとその割合は低下したままとなっている。 

今後も労働関係事件数が顕著に減少するとは思われず、質的に困難化する

可能性も高いことから、労働審判員も含めた態勢の強化を図るべきである。 

(6) 行政事件訴訟について（第１０回報告書１３５頁） 

行政事件訴訟の新受件数は２０１６年（平成２８年）から２０２０年（令

和２年）まで減少傾向が続いていたが、２０２２年（令和４年）は１８３４

件と２０２０年（令和２年）の１６９２件より若干増加した。２０２２年

（令和４年）の平均審理期間は１６．４月と２０２０年（令和２年）の１５．

９月より若干長期化したが、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響も考え

ればほぼ横ばいとの評価ができる。２０２２年（令和４年）の双方に訴訟代

理人が選任された事件の割合は４７．０％と２０２０年（令和２年）の５１．

４％より減少した。２０２２年（令和４年）の双方に訴訟代理人が選任され

た事件における平均審理期間は２５．５月と２０２０年（令和２年）の２３．

２月よりやや長期化したが、この点も新型コロナウイルス感染症拡大等の影

響が考えられる。 

行政事件訴訟では、ほとんど全ての事件が合議体で審理されること、争点

整理手続の実施率が低いこと、大半の事件が判決による解決となること等、

民事第一審通常事件とは異なる特質があり、かかる特質を踏まえた具体的な

審理の充実・迅速化の方策を検討していく必要がある。 

(7) 民事第一審訴訟事件に係る実情調査の概要 

上記１ないし６の最新統計データの集約を踏まえて、第１０回報告書１４

２頁では、第９回報告書までと同様、民事第一審訴訟事件について争点整理

期間が長期化し、それに伴って全体の審理期間が長期化する傾向にあり、争

点整理期間が長期化している状況からは、裁判所と当事者間で主要な争点や

重要な証拠についての認識共有の作業が必ずしも円滑に行われていないこと

がうかがわれると述べている。 

他方、２０２０年（令和２年）２月以降、全国の地方裁判所（支部を含

む。）において、ＩＴ化・フェーズ１の運用が開始され、ウェブ会議等のＩ
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Ｔツールを活用した争点整理が行われるようになったことから、今回の実情

調査ではＩＴ化・フェーズ１における争点整理の現状と課題に関して、争点

整理手続におけるウェブ会議の活用状況や運用上の工夫例のほか、ＩＴ化・

フェーズ１が平均審理期間の長期化等従前からの課題に与えた影響等につい

て実情調査が行われた。 

これに加えて、合議体による審理の現状と課題についても前回までに続い

て実情調査を行い、これまでに採られてきた方策の進捗状況や、ＩＴツール

の導入による変化等についても調査対象とされた。 

(8) 「２ 民事第一審訴訟事件に係る実情調査の結果」について 

実情調査の対象は、２０２０年（令和２年）２月からフェーズ１の運用を

開始した庁の中から、異なる地域に所在する大規模庁本庁１庁及び中規模庁

１庁並びにこれらの庁に対応する弁護士会所属の弁護士である。これらの庁

は、他庁に先行してフェーズ１の運用を開始しており、特に先進的な取組が

行われているため、第１０回報告書も述べるとおり、今回の実情調査の結果

は全国の民事第一審訴訟事件の平均的な「実情」とは必ずしも一致しない点

に留意が必要である。加えて、実情調査の対象となった弁護士会所属の弁護

士も、ＩＴを活用した争点整理等への問題意識の高い会員であると思われ、

弁護士からの聴取結果が一般的な弁護士の見解を代弁したものとは言い切れ

ない点についても留意が必要である。 

(9) 争点整理の現状等 

第１０回報告書１４２～１４３頁の「ア 争点整理の現状等」の「（ア）

期日等の指定の実情」の「① 方向性協議の拡大」においては、「方向性協

議」と呼ばれるプラクティスが広まりつつあること、ウェブ会議等の方法に

より初回期日から方向性協議が行われていること、裁判所から、方向性協議

により全体として審理期間が短縮しているという意見があったこと、弁護士

からも方向性協議がうまく機能すれば迅速化につながるのではないかとの指

摘があったこと等が紹介されている。 

方向性協議は、争点・事案の全体像の早期把握に資するものとされてはい

るが、全ての事案において早期に争点を整理することが可能とは言えず、ま

た裁判の流動性にも十分に配慮する必要があることから、真に審理の充実を

確保した上での迅速化につながるものであるか、今後も的確にその在り方を

議論していくことが必要と考える。このほか、提訴段階の参考事項聴取、事

前照会にも言及されているが、これらが他方当事者の関知しないところで行

われることから、手続の公正を害する懸念は無いかなども検討する必要があ
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る。 

(10) 口頭議論の活性化 

第１０回報告書１４３～１４４頁の「ア 争点整理の現状等」の「（イ）

期日における争点整理の充実の視点」の「① 口頭議論の活性化」において

は、裁判所・弁護士の双方から、従前と比べて口頭議論が活性化していると

いう意見が多く述べられたことが紹介され、その背景としてＩＴツールの導

入があるとされている。しかし、口頭議論の活性化はＩＴ化とは直接の関係

がなく裁判官次第であるとの意見も弁護士会内にはあるほか、口頭議論が活

発であればいかなる事案も争点整理が充実するのかの疑問もあり得るところ

であって、ＩＴ化が口頭議論の活性化と審理の充実・迅速化に合理的かつ十

分にリンクするかどうかは今後も注視していくべき課題である。また、弁護

士からは、ノンコミットメントルールが浸透しているかどうかは分からない

という指摘もあり、この点も課題である。 

   (11) 合議体による審理の実情と課題について 

第１０回報告書１４６頁では、合議体による審理の実情として、合議に

付されるべき事件は適切に合議に付されていると思われること、合議体に

よる審理においては、①付合議によって各裁判官の知見や経験等を集約し

てバランスの良い合理的な審理・判断が期待できる、②合議体での検討に

より、争点整理や和解案の提示の場面でより説得的な説明が可能になる、

③単独事件で進行に苦慮している事案では付合議によって審理が大きく促

進される、といった意見が出されていることが述べられている。事件の質

的困難化が争点整理期間に影響を及ぼしていることがうかがわれる中で、

合議体による審理の積極活用が成果を挙げ、肯定的に受け止められている

ことは第１０回報告書記載のとおりであり、今後も更に合議体による審理

を積極的に活用していくべきことに異論はない。 

しかしながら、合議体による審理もまた各裁判官が繁忙な中で行われてお

り、単独事件の担当裁判官が合議体での審理を求めることを躊躇したり、右

陪席裁判官が実質的に合議に加わるための十分な検討時間を取れなかったり

する可能性がある。第９回及び今回の実情調査ではかかる指摘は現れなかっ

たが、第８回の実情調査では指摘が出たところでもあり、付合議により時間

が掛かってしまう事案も生じている可能性は否定できない。 

現状の人的態勢を前提とした合議体活用のための取組、工夫では、そろそ

ろ限界も考えられる。合議体による審理を更に積極活用し、充実した争点整

理を行うためには、人的態勢の拡大が不可欠である。 
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(12) 検証検討会での議論及び今後に向けて 

   第１０回報告書１４８頁では、検証検討会での議論として、そもそも迅速

化に対する意識が一部の裁判官・弁護士において高まっていないという面が

あるのではないかとの指摘や、準備書面が期限までに提出されない場合が多

く、期限を守る文化を作るための努力をする必要があるとの意見が出たこと

が記載されている。 

  確かに、期限遵守の意識に欠ける対応や、迅速な審理に無関心な態度は厳

に慎まなければならないが、他方で第１０回報告書が紹介しているように、

訴訟についてはじっくり進めたいという当事者心理があることも事実である。

かつ、訴訟事件への対応は、目的物を納期に納品するという取引行為とは違

い、他方当事者の主張立証や裁判官による事案把握・争点整理上の問題意識、

準備書面の内容に関する当事者との調整、解決の在り方（解明優先か早期収

拾かなど）についての当事者の意向など、複合的な状況変化の中で進められ

ていくものであるから、それらを切り捨てて単に「迅速」「期限遵守」の観

点に偏し、準備に時間が掛かることを批判するのは適切でない。 

第６回以降の迅速化検証が、争点整理手続の充実に向けた運用改善の取組

等に着目して行われてきている経緯はあるが、その検証の成果を踏まえて今

後に向けての課題を述べるならば、運用改善と両輪を成す態勢強化の重要性

についても明言すべきである。 

２ 地方裁判所における刑事通常第一審事件の概況及び実情について（第１０回

報告書１５３頁以下） 

(1) 刑事通常第一審事件の概況について 

  事件数（新受人員、終局人員）及び平均審理期間は、２０１３年（平成２

５年）以降おおむね横ばいの状況であったところ、近年は事件数について減

少傾向、平均審理期間については長期化傾向が見られ、特に否認事件の長期

化傾向が顕著であると報告されている。言うまでもなく刑事事件においては

被告人の防御権確保の要請があり、長期化を直ちに問題視すべきではないし、

否認することも正当に保障された権利行使である。事件数の減少傾向にもか

かわらず平均審理期間が長期化している要因については、適切な分析がなさ

れるべきである。 

(2) 裁判員裁判対象事件の概況 

  近年はおおむね横ばいの状況であったが、全体としては減少傾向にある。

平均審理期間及び審理期間の大半を占める公判前整理手続期間については、

一時は長期化傾向に歯止めが掛かっていたが、近年は再び長期化傾向が見ら
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れるとしている。通常第一審事件と同様、被告人の防御権確保を前提とした

上で、長期化している要因について適切な分析がなされるべきである。 

(3) 「刑事通常第一審事件に係る実情調査の結果」について 

今回の報告は、大規模庁及び中規模庁の地方裁判所本庁である裁判所並び

にこの裁判所に対応する検察庁及び弁護士会（ヒアリング対象は個々の弁護

士）の合計２か所で行われた調査に基づいているため、長期化の要因を確認

するという目的に対して、聴取・収集された情報の量や多様性、普遍性に一

定の制約があることは踏まえて理解すべきである。以下、個別の点について

言及する。 

① 事件内容の観点から、電子メールや防犯カメラ映像等の客観的証拠の量

の増加や解析、確認作業の負担が公判前整理手続の長期化に大きな影響を

与えているとの認識は当連合会も同じであるが、客観的な証拠の開示の準

備のために要する機材や人員確保など検察庁の人的物的な態勢強化及び留

置施設において被告人が防犯カメラ映像等の電子的証拠の閲覧を可能とす

ることが必要である点にも触れるべきである。科学的・専門的知見が問題

となる事件においては、当該分野の専門家が少ない地域かどうかにかかわ

らず、専門家の確保や協力を得るための調整に労力を要することがあると

の点も同じ認識であり、当事者、特に弁護人による専門家へのアクセス容

易化の方策は極めて重要というべきである。検証検討会で委員から指摘が

出たとおり、専門家へのアクセスの問題は法曹三者の努力のみでは限界が

あり、制度の問題として対応することが早期かつ実効的な改善につながる。

そのための道筋につき今後は検証検討会等で更に具体的な議論をするべき

である。 

捜査段階で黙秘する事件の増加の影響は、黙秘することそれ自体で長

期化するわけではないとの認識も同じである。当然のことながら黙秘権

は被疑者の基本的な権利であって、迅速化を理由として被疑者の黙秘権

の十全な保障が欠けることがあってはならない。 

② 当事者の訴訟活動及び裁判所の訴訟指揮に関して、検察官側から、類型

証拠開示を重ねた上で予定主張記載書面を段階的に提出して、これと併せ

て数回にわたって争点関連証拠開示請求が行われることも少なくなく、そ

のような場合に公判前整理手続が長期化するとの指摘があるとの記載があ

る。しかし、全ての証拠が手元にある検察官と違って、弁護人側は類型証

拠開示請求によって初めて必要な証拠の開示を受けられるのであり、可能

な限り全ての証拠の開示を受けて検討することは被告人の当然の権利であ
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る。類型証拠開示請求の結果、重要な証拠の存在を知る場合もあり、その

場合は再度の開示請求が必要となる。事案によっては更に争点関連証拠開

示請求を行う必要が生ずることもある。このような被告人の権利行使がと

きに公判前整理手続の進行に期間を要する一因になったとしても、被告人

の防御の観点からやむを得ないというべきであり、迅速化を妨げるマイナ

ス要因であるかのような位置付けをすべきではない。 

検察官は、起訴後速やかに請求証拠を開示して弁護人及び被告人の証拠

検討の開始時期を早めるよう努めるべきであり、弁護人の証拠開示請求に

対して積極的かつ迅速な開示をすることが、被告人の権利保障と裁判の迅

速化の両立に寄与する。全面証拠開示や証拠の電子データによる作成・管

理及び発受が迅速化との関係でも有用であることを重視すべきである。 

  主張整理について、法曹三者から種々の意見が出て認識の相違も見られ

るところであるが、被告人の防御権の尊重という大原則はいかなる議論に

おいても軽視されてはならない。当事者の活動という点では、被告人の身

体拘束が弁護人側の準備に多大な制約・負担となっていることから、身体

拘束の問題にも目を向けて検討すべきである。 

   (4) 「今後に向けての検討」について 

第１０回報告書１７６頁では、公判前整理手続が長期化することの弊害

や、迅速・充実化に向けた改善の必要性を改めて認識し、公判前整理手続

の在り方について更に議論を深め、認識を共有するとともに、そのための

具体的な方策についても検討し、共有していくことが有用であると指摘す

る。 

しかしながら、公判前整理手続の在り方について法曹三者それぞれが

研鑽を積み、議論を深めて認識を共有するのは当然のことであり、そこ

に言及するだけでは十分でない。 

迅速化検証はより積極的に、公判ないし公判前整理手続の長期化の原因

を探り、その手当ての必要性や考えられる方策を浮き彫りにし、迅速化法

の基本的趣旨に立ち返って、予算措置や態勢面を含めた司法の機能強化を

推進する議論であるべきである。刑事裁判手続においては、公正かつ適正

な手続の確保は絶対的な要請であり、刑事裁判の主体である被告人の権

利・利益が審理期間を理由にして軽視されてはならない。公判前整理手続

の基本的な在り方は、正に手続の公正・適正に深く関わる部分であり、協

力医の不足、鑑定人の確保など外在的要因や態勢面について具体的な問題

意識を明示し、改善につなげることが迅速化検証の役割として必要である。 
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なお、第１０回報告書には、民事分野においても口頭議論の活性化に

ついて議論されており「ノンコミットメントルール」など意識的に取り

組まれている方策もあるとして、参考にしつつ今後の取組を進めること

も有用であろうとの記述がある。しかし、公判前整理手続はあくまで審

理計画の策定のために主張と証拠を整理する手続であって、起訴状一本

主義や、裁判員が公判で初めて具体的な事件内容を知る手続構造からす

ると、ノンコミットメントルール下における民事事件の争点整理のよう

に、公判前整理手続における「議論」が裁判官の心証に影響し得る前提

の議論は、参考対象として適切ではない。 

(5) 刑事裁判の基盤整備の必要性 

今回は検証対象でないため第１０回報告書には明示されていないが、

裁判員裁判を始めとする刑事裁判が、裁判官、検察官及び検察事務官の

不足、法廷の不足により遅延している可能性、あるいは今後に遅延が生

じる懸念など態勢面にも目を向けた検証を行うことが不可欠というべき

である。 

また、刑事裁判の迅速化のためには、証拠のデジタル化、証拠解析の

ためのシステム改善、検察庁の人的・物的態勢の強化、被告人が証拠を

十分に検討できるかに配慮した適切な保釈の運用（刑事訴訟法第９０条

参照）、拘置所においても被告人がデジタル証拠を検討できる環境の整

備、必要な数の国選弁護人の選任なども視野に入れて検討することが必

要である。 

３ 家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概要及び実情等について

（第１０回報告書１７９頁以下） 

(1) 家事事件全体の概況 

① 別表第一審判事件については前回と同様に増加傾向にあり、別表第二事

件については、新受件数は調停事件を中心におおむね高止まり状態にある。

平均審理期間は緩やかに長期化しているが、２０２０年（令和２年）に大

きく長期化したものの、２０２２年（令和４年）にそれまでの平均審理期

間の長期化が一段落した。要因としては新型コロナウイルス感染症拡大等

の影響が落ち着きつつあることのほか、感染拡大を契機として各家庭裁判

所において行われている調停運営改善の取組の効果が現われつつあること

が考えられるとしている。 

  客観的な統計数値の動向や評価については特に異論はないが、家庭裁

判所の裁判官、家裁調査官、調停官及び調停委員の人数についての調査
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は今回もなされていない。平均審理期間の動向と、調停運営改善等運用

上の取組の成果に言及するのであれば、人的・物的態勢の客観的状況も

併せて検証することで初めて全体として家事事件の概況・問題点が説得

力のある客観的全体像として把握され、今後の改善により強力かつ適切

につながるというべきであって、家庭裁判所の人的態勢の検証は急務と

いうべきである。 

② 遺産分割事件において平均期日間隔が２．５月、婚姻関係事件では平均

期日間隔が２．０月、子の監護事件では２．１月とされている。期日間に

家裁調査官による調査を行う事情があるなどの場合以外に、次回期日が２

か月以上先になるのは迅速性に欠けると言わざるを得ず、とりわけ家庭裁

判所の事件の多くが当事者にとって最も切実な家族・身辺の事情や、感情

面の負担を伴う案件であることを考えれば、利用者の負託に応えるものと

は言い難い。かかる期日間隔の原因が調停室、試行面会室、電話調停のた

めの電話機などの物的設備の不足や、調停委員、調停官、家裁調査官など

の人的態勢の不足にあるのであれば、極めて重大な問題である。 

③ 人事訴訟事件は前回（８５６８件）よりも増加して８９８５件となり、

近時の平均審理期間の長期化傾向が依然として続いていることが明らかに

された。平均期日間隔が前回の１．９月から２．３月となったことについ

て、第１０回報告書は新型コロナウイルス感染症拡大等の影響が残ってい

ることもあるものと思われるとしているが、資料収集の範囲や要否をめぐ

る議論や、資料収集自体により期日間隔が長くなっている可能性を指摘せ

ざるを得ない。 

(2) 家事事件及び人事訴訟事件に係る実情調査の結果 

① 実情調査の位置付け 

第１０回報告書２１８頁によれば、第９回報告書において、メリハリ

のある調停運営を実現するための方策について、裁判所関係職種間、弁

護士も含めて検討、実践、検証を重ねていくことが重要であるとの課題、

人事訴訟の特徴を踏まえた合理的かつ効果的な争点整理の在り方という

課題等が示され、そのために、第１０回の迅速化検証において、これら

の課題に対応する実情調査を行ったと記載されている。 

一方で、当連合会では、第９回報告書に対する意見書において、家庭

裁判所の態勢強化の必要性の項目を設け、家庭裁判所の基盤整備の必要

性について意見を述べた。しかしながら、第１０回の実情調査において

も態勢面の実情、基盤整備についての調査は行われず、運用面の調査の
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みにとどまっている。家庭裁判所にも審理の迅速性が求められる中、態

勢面の客観的状況の把握をすることをせずに運用改善の取組の成果とい

う観点だけで実情を語るのは、検討が不十分と言わざるを得ない。 

当連合会においては、①家裁調査官が慢性的に不足しており調査官調査

が控えられている、②家裁調査官が本庁のほか支部も担当しているために、

特に支部の事件ではなかなか調査期日が入らない、③部屋が足りないため

に調停期日がなかなか入らない、④スピーカーが付いていないなど電話の

機材が不十分であり、電話会議による調停では話しにくく声が聞き取りづ

らい、⑤機材の設置に手間が掛かり書記官の負担であるために、機材の数

があっても調停でウェブ会議が十分に活用されていないことがあるなど、

様々な声が寄せられている。 

運用面だけでなく態勢面からも検証が必要であり、また例えば電話や

ウェブ会議の機材が十分に活用されていないとしてもそれだけでなく、

なぜ活用されていないのかという観点からの検証を求める。 

② 実情調査の結果 

第１０回報告書２１８頁では、依頼者・代理人ともにウェブ調停や電

話調停のニーズが高まっているとの実情の報告があったとされている。 

確かに、ウェブ調停や電話調停が望ましい事案や、ウェブ調停や電話

会議を望む当事者もいる。しかし、電話調停では非言語的コミュニケー

ションはほとんど取れない。ウェブ調停では、電話会議よりは非言語的

コミュニケーションが取れるが、対面より劣るし、ウェブ調停での画面

が小さいことや空間を共有していないことで調停委員に十分に伝わって

いるか不安を感じ、対面を望む当事者も一定数認められる。また、ウェ

ブ調停や電話調停では、当日提出された資料が調停の資料として使えな

いというデメリットが指摘されており、ウェブ調停や電話調停について

は、ニーズの高まりを肯定的に紹介するだけではなく、ウェブ調停や電

話調停への向き不向きや、制約や不安材料も踏まえた上で利用者の視点

に立った運用が望まれる。 

調停期日を午後に２枠とすることについては、当該期日にすべきこと

が比較的明確な案件や、短時間で終わる見込みの事件には有用であると

の声は当事者側からも上がっている。しかし、時間不足のため当事者が

十分に話を聞いてもらえなかったと不満を持ち、かえって円滑な調停の

進行に支障を来す場合もある。第１０回報告書２１９頁では、予定時間

を延長する必要がある場合には空いている部屋を確保するなどして柔軟
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な対応が採られている実情が紹介されたとの記載があるが、調停室の数

や当日の期日の状況によってはそうした対応が不可能で、当該期日を予

定時間だけで終わらせ、その期日に対応されるべき課題を次回に持ち越

してしまっていることもあると考えられる。特に第１回など早い段階の

調停期日においては、周辺事情も含めて当事者と調停委員との間で信頼

関係が構築されるだけの十分な時間を取ることが早期適正な解決のため

に重要であり、調停の時間枠については、最初に信頼関係が築けないと

その後容易に取り返しがつかないことからも、事案の内容や進捗度合い

を適切に踏まえた運用が望まれる。午後に調停期日２枠を用意してなる

べく時間内に抑え、時間不足であれば柔軟に対処するというのは、十分

な調停室が確保できていないことの現れでもあり、改善が望まれる。 

また、提出期限を過ぎても書面や資料が提出されない場合には、書記

官から提出を促す連絡をしているが、提出されない場合もあるとの報告

がある。確かに、期日において当事者が次回期日までに提出することを

約し、事前に他方当事者にも閲覧させることを承諾した書面については、

当事者双方が十分に準備した上で調停に臨むことができるよう、裁判所

からも当事者に提出を促すなど書面の提出期限の管理を強めることも有

用であると考えられる。 

第１０回報告書２２１頁には、離婚調停における離婚の可否や親権者の

判断について、裁判所に見通しを伝えてほしいとの意見や、見通しを伝え

ることは慎重に検討すべき、課題を示す形で伝えてもらった方がよいとの

意見があった旨の記載がある。確かに、養育費や婚姻費用などについては

調停委員会より見通しを伝えた方がよい事案が多いと思われる。しかし、

離婚自体や親権が争われている事件においては、調停と訴訟の役割が異な

るため、調停段階では主張内容や資料の取捨選択や提出についてあえて慎

重に対処しているケースも少なくなく、見通しを伝えることは事案に応じ

て慎重に判断すべきである。 

 (3) 今後に向けての検討 

 ① 第１０回報告書２２４頁では、必要な聴取項目等を整理した手控えの様

式、審理ロードマップ等の作成について好意的に捉えられている。これら

の書式は、当事者の共通認識を醸成しやすくなる、家事に不慣れな裁判官

のレベルアップを図りやすいなど、有用な面もあるが、言うまでもなく、

当事者の思いや置かれている状況は同じではないため、個々の案件の相違、

具体的状況を無視した画一的な運用にならないよう、事案の特性に応じて
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柔軟に対応するよう注意すべきである。 

また、第１０回報告書では審理ロードマップがどのように作成される

のかには言及されていないが、裁判所単独で作成するのではなく、当事

者の立場に近い代理人弁護士からの意見を踏まえないと、当事者にとっ

ては実情に沿わないものになるおそれもある。審理ロードマップは、弁

護士会に共有するだけでなく、弁護士会からの意見も踏まえて作成し、

また、定期的に改訂の必要性がないか、問題のある運用がなされていな

いかなどを常にチェックする必要がある。 

② 調停時間や期日の回数について目安を設けることが好意的に捉えられて

いるが、画一的で硬直した運用にならないよう事案に応じて柔軟に例外的

な対応する必要があるとともに、傾聴の姿勢を損ねないように運用する必

要がある。 

そうでないと、人事訴訟まで見据えた場合、紛争の長期化を招きかね

ないおそれすら認められる。 

③ 認識共有のためのホワイトボート等の活用は評価できるが、庁によって

は、ボード面の写真撮影が許されず、当事者がホワイトボードに記載され

た内容を自分で紙に書き写す必要があり、柔軟性に欠け不便であるという

声もある。調停委員会で正式に確認した内容や、次回期日までの課題等、

調停委員会が当事者に対してボード等に記載した内容を書き写すことを求

めるものについては、裁判所において印刷できるホワイトボードを導入し、

必要に応じてプリントアウトして当事者に渡すなどの対応をするべきであ

る。 

④ 当事者双方同席での事情聴取については、かかる方法になじむ事案や当

事者もあること、ときに早期の認識共有に資する事案があることは否定し

ない。しかし、当事者間で任意に解決できず調停手続になっていること自

体が既に、当事者間で葛藤を生じていると評価するべきであり、基本的に

は双方の同席は慎重に判断・運用する必要がある。 

⑤ 実情調査において、当事者と一体となって過熱気味になる弁護士の存在

や人事訴訟に不慣れで焦点のずれた主張を繰り返すなどする弁護士の存在

が指摘されている。そのような場合には、主催者側である調停委員会や裁

判官が毅然と対応する必要がある。調停委員会や裁判官が自信を持って訴

訟指揮等ができるように、そのために調停委員会や裁判官に対する充実し

た研修は不可欠である。なお、過熱気味な態度や焦点のずれた主張をする

弁護士の背後には、依頼者である当事者の強い意向が存在する場合もあり、
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調停員会や裁判官が当事者の意見を十分に聞き、当事者から進行について

の理解を得る工夫も必要である。 

また、一部の問題のある弁護士に対応するために、報告書にあるよう

な審理ロードマップ等の活用は有用な場合もあると考えられる。この審

理ロードマップ等は、当事者の予測可能性を与えることにもなり、有用

と考えられる。ただ、前述のとおり、その審理ロードマップ等は、実務

や地域の実情に沿ったものにするために、当該地域の弁護士会の意見を

聞いたものが望ましい。 

なお、審理ロードマップ等が有用だとしても、家事事件は様々な事情

があり、画一的な運用にならないよう注意すべきである。 

⑥ 子どもがいる事案では特に迅速な解決が求められるとの指摘のとおり、

迅速な解決の要請の高い事案は多い。しかし、一方で、子どもの人生に関

わる重大な判断であるから内容面については慎重な調査・審理が不可欠と

なることもある。特に、迅速という名目の下、親権者や監護権者を安易に

判断すべきではなく、あくまで事案に応じて迅速に審理する必要があるか

否かを適切に振り分けでいく必要がある。 

⑦ 第１０回報告書２２５頁では、「子の利益」を十分に考えた活動をする

ことについて代理人への意識付け等の方策を検討することが重要との指摘

があるが、代理人はあくまで当事者たる片方の親の代理人であり、代理人

の意識付けによる改善には限界がある。 

このため、事案によっては子どもの利益を考えるには家裁調査官の調

査の役割が重要となる。しかし、家裁調査官の人数は十分でなく、試行

的面会交流のための設備などの物的側面も含めて裁判所の基盤整備は不

可欠である。また、子どもの調査と財産分与の審理に関しては同時進行

も可能であるところ、人事訴訟では同時進行で審理されていないことも

多く、柔軟な訴訟指揮をしていくことも重要である。 

⑧ 第１０回報告書２２５頁では、財産分与の審理等に関して裁判所の訴訟

指揮に応じない代理人が一定数いることが指摘されているが、代理人は基

本的に依頼者の意向を尊重せざるを得ないのであり、代理人の姿勢や意識

だけでは対応に限界もある。調査嘱託のより広く柔軟な活用など、議論し

ていくべきである。 

⑨ 第１０回報告書２２２頁では、実情調査において、インターネット等に

よる情報収集が容易になったことで、当事者が自分に有利な情報のみに依

拠するなどして代理人や裁判所の助言等を聞き入れないことが増えている
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との指摘がある。指摘のとおり、家事事件に関してインターネット上で情

報が溢れていることや、当事者の権利意識が変化しており、自分の望まな

い結論・見通しに向き合うことに時間が掛かる場合が多い。また、当事者

の気持ちは案件係属中にも揺れ動くものであり、当事者自身が紛争解決に

向けて一定の結論を出すには時間を要する。精神的に不安定な当事者も少

なくなく、時間を掛けて解決することが必要な事案も少なくない。第１０

回報告書は「認識共有」「メリハリ」を強調するが、必ずしも審理モデル

に拘束されず、当事者の気持ちに寄り添い、そのために必要な時間を掛け

た調停の方が適切な問題解決に資する場合もあることを忘れるべきでない。 

  (4) 迅速化の検証について 

  婚姻費用分担請求など、早期に解決することが望ましい事件類型や、身

分行為であっても当事者双方が早期解決を望む案件にあっては迅速化が望

ましい。遺産に関する問題や財産分与などの金銭的な問題についても、一

般的には迅速化が望ましい事案が多いと思われる。 

しかしながら、離婚や親権などは当事者の爾後の生活を重大に左右する

問題であり、当事者自身が置かれた現況になかなか向き合えない場合もあ

る。寄り添いながら時間を掛けて解決するのが望ましいケースや、子の面

会について試行的面会交流を繰り返し行うことが望ましいケースもある。

例えば未成年者に係る監護者指定の保全事件は、早期に期日を入れて審理

を開始する必要があるが、その判断は早期であれば良いものではなく、む

しろ慎重にする必要があるケースもある。 

家事事件では特に、ケースによって、望ましいとされる進行の在り方や、

解決内容に関して重点の置き方が異なる。一律に迅速化を図ることは相当

ではなく、かかる特質も踏まえた上での迅速化検証であるべきである。 

 

第４ 迅速化検証の今後に向けての当連合会の姿勢と要望について 

１ 当連合会は、第１回報告書に対する意見書公表以後一貫して、迅速化法が司

法の基盤整備をも目的とする法律であることを強調し、迅速化検証が「迅速」

の観点に偏することのないよう、迅速な裁判は国民の権利保護に重要であるが、

あくまで適正かつ充実した審理に支えられたものであるべきこと、審理期間の

短縮に目を奪われた「拙速な審理」は国民の裁判を受ける権利を損なうもので

あって、国民が審理充実の裏打ちのない「迅速化」を望んでいるとは考えられ

ないことを指摘してきた。 

この点は、今後も不変であることを再確認したい。 
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２ 利用者である国民のニーズや、基盤整備の観点から、喫緊の課題として、

当連合会が最も要望したい点は、家庭裁判所の人的、物的態勢の基盤整備で

あり、その為の検証の実施である。 

近時、急激に進む少子高齢化、家族をめぐる社会状況や個人の価値観の変化

を背景として、全国的に家庭裁判所が扱う案件総数は増加し、複雑困難な事情

を抱えた案件も多くなっていると考えられる。家庭に関わる社会状況に目を向

ければ、児童虐待案件の続発や、福祉による権利擁護支援や成年後見制度によ

る支援の必要性がある者が十分にそれらの支援を受けられていない状況など、

関係行政機関、地方公共団体、専門職団体等との協働を含めて家庭裁判所に期

待される役割は拡大していくものと思われる。こうした期待に応え、あまねく

全国の家庭裁判所が地域住民の人権保障の砦として十分に機能を発揮するため

には、裁判官はもちろん、家庭裁判所調査官、書記官、調停委員など関連職種

の大幅な増員や、調停室、試行的面会室などの増設、関連機材等の整備が不可

欠である。家庭裁判所の手続でもＩＴ化が進められているが、家庭裁判所の手

続の中には人と人との直接対面を省いた方法では十分に目的を達し得ない懸念

のある手続もあり、十分な人的態勢を確保すべき要請は強い。全国の家庭裁判

所全体の紛争解決機能の強化、態勢の拡充と手続充実による人権保障の強化と

いう観点を強く望む次第である。 

３ 第５回報告書公表以降今日までに１０年を経過しており、社会が急速に発

展・変化する中で事件動向及び事件の質の変化は不断に続いていると考えられ、

インターネットその他の情報発信・共有手段の発達は著しく、国民の権利意

識・社会生活の変化も生じている。こうした社会全体の動向の変化を踏まえて、

新たな検証項目、検証の観点を設定することも必要である。 

４ 第１１回以降の迅速化検証においては、手続面について運用改善・創意工夫

が進み、ＩＴ化の動きが生じ、事件動向や事件の質の複雑困難化も見られると

いう情勢の変化を踏まえて、裁判官を含む裁判所職員の繁忙度を始めとする人

的態勢面や、法廷、調停室、ひいては機材等の物的態勢面につき、今日の最新

状況を詳細に把握することが必要不可欠であると考える。 

５ 実情調査の実施場所についても、手続の運用改善・創意工夫の在り方とその

効果を集約するだけではなく、むしろその裏面から、何が隘路になっているの

かをより深く掘り下げ、運用改善の妨げになっている事情やかかる事情への対

処法について知見が得られるかも考慮することが考えられる。 

６ 他方で、国民が全国津々浦々でどこでも等しく裁判を受けられる権利を保障

するという観点からは、専門部や集中部における知見の集積が迅速化に役立っ
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ているという側面だけに触れるのではなく、特許訴訟の管轄が東京、大阪に限

られたこと、医療専門部や集中部が設置できる裁判所、裁判員裁判が実施でき

る裁判所が現状ではかなり限られていること、労働審判を扱えない支部が相当

数存在することも改善していかなければならない。合議体による審理の有用性

が明らかとなっている以上、合議事件を取り扱える支部の拡充も検討されるべ

きである。 

７ 当連合会は、地域司法計画を推進し、全国の各弁護士会を通じて、地域司法

の充実の観点から問題が生じていると思われる①地裁支部の統廃合、②本庁・

支部間の裁判官塡補の実態、③簡裁や家裁出張所の閉鎖、④支部機能の低下

(書記官、調査官その他の職員の配属数の減少)などの調査をしている。これら

を含めて、潜在化しがちな小規模な紛争に対応できる制度の整備や、人口動態

の地域的動向に対応した裁判所の整備、裁判管轄の見直しの必要性など地域司

法の充実の観点からの検証が実施されることを希望する。 

８ 迅速化法は、前記のとおり、「公正かつ適正で充実した手続の下で」の迅速

な裁判を要求し（第１条）、国は、必要な施策を策定・実施する責務を負い

（第３条）、政府は、その施策を実施するために必要な法制上又は財政上等の

措置を講じなければならず（第４条）、最高裁判所の検証結果は、国の施策の

策定・実施に当たって適切な活用が図られるべき（第８条第２項）と規定して

いる。 

したがって、運用改善の取組と態勢面の状況把握・問題意識とが、最新の状

態で適切にリンクして報告されることによって初めて、迅速化法の求める施策

面・体制面の双方からの実効的な司法基盤整備が実現することを常に肝に銘ず

る必要があると考えるべきである。 

当連合会としても、より国民の期待に応えるための弁護士会の態勢整備に努

めるとともに、迅速化検証の理解と実務への意識の浸透に更に努める所存であ

る。 

 以 上  
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１ 「３.１ これまでの迅速化検証の経緯」（第１０回報告書４５頁以下）

について 

(1) 第１回から第３回までの迅速化検証について 

この間は、それぞれの時期の最新の統計データを用いて審理期間等

の状況を検証するとともに、統計データと裁判官、弁護士に対する実

情調査等に基づき長期化要因の分析と、事件類型毎の検討が行われた。

民事、刑事の地裁第一審事件から始められ、第２回からは控訴審の統

計分析、第３回からは家庭裁判所に対する統計分析と実情調査も実施

されるようになった。統計分析に関しては、その後毎年実施されるよ

うになり、上告審も対象となった。 

審理を長期化する要因として第３回報告書では、民事訴訟を例にと

ると、①主に争点整理の長期化に関連するもの、②主に証拠収集に関

連するもの、③専門的知見を要する事案に特有のもの、④裁判所及び

弁護士の執務態勢等に関連するものに大別された。 

(2) 第４回報告書について（第１０回報告書５２頁以下） 

① 第４回報告書では、民事訴訟事件・家事事件を中心に、長期化要

因を解消し裁判の一層の適正・充実・迅速化を推進するための施策

が検討された。その際、特に、裁判所及び弁護士の執務態勢等に関

する実情を把握し、施策検討の参考にするため、規模や地域の異な

る複数の裁判所や弁護士会所属の弁護士から各地の実情を聴取し

た。 

② 「（２）施策の検討」として、「ア 民事訴訟事件一般に共通す

る長期化要因に関する施策」、「イ 個別の事件類型に特有の長期

化要因に関する施策」と列記されている（第１０回報告書５２～５

３頁）が、第４回報告書の施策は、必要性あるいは導入の可否も含

めて今後の検討対象とすることを提案したものであり、誤解を招か

ないようにすべきである。 

③ 第４回報告書の「施策」では、「主に証拠収集に関連する要因に

関する施策」も取り上げていた。「弁護士法２３条の２に基づく照

会に応じないことがある」「文書送付嘱託の応諾義務を民事訴訟法

等の関係法令において明文化することについて、その相当性も含め、

検討を進める」「文書提出義務の更なる拡大や文書の特定の緩和等」

の言及をしていたのであり、今後の迅速化検証でも検証・提言の対

象とすることが考えられる課題であるところ、第１０回報告書でこ

れらに言及されていないことで、証拠収集手続の強化という基盤整

備の施策が検討されなくなったことを懸案として指摘せざるを得

ない。 
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その後の一審民事事件における検証は、専ら「ア 民事訴訟事件

一般に共通する長期化要因に関する施策」について、更に掘り下げ

てフォローアップするという方向に進むことになり、施策として指

摘があった事項のうち、①争点整理の長期化に関連する要因に関す

る施策に重点を置くことになった。それにより、②専門的知見を要

する事案に関連する要因に関する施策、③争点又は当事者多数の事

案及び先端的で複雑困難な問題を含む事案に関連する要因に関する

施策に関し、正面からの検討・提言が見られなくなった点も残念に

思われる。 

個別の事件類型に特有の長期化要因に関する施策については、長

期化しがちな事件類型として、４つの類型を挙げて、①医事関係訴

訟に特有の長期化要因に関する施策、②建築関係訴訟に特有の長期

化要因に関する施策、③労働関係訴訟に特有長期化要因に関する施

策、④遺産分割事件に特有の長期化要因に関する施策が検討された。 

④ 裁判所の執務態勢等に関連する要因に関する施策（第１０回報告

書５３頁） 

「a.裁判官の人的態勢の整備、b.裁判所の人的態勢に関するその

他の施策、c. 合議体による審理の積極的な活用、d.法廷等の物的

態勢に関する施策について検討した。」とある通り、第４回報告書

ではこれらの「施策」が検討された。検討においては、裁判官の手

持ち事件の増加や事件の複雑困難化による裁判官の繁忙度の増大

が審理の迅速化や判断の適正、充実のマイナス要因となっているこ

とを認めて、充実した迅速な事件処理を行うために裁判官の手持ち

事件数を減らして時間を作り出すことが必要とされている。そして、

そのために、庁ごとの事件動向や事件処理上の負担状況を考慮しな

がら、特に事件数の急増と複雑困難事件の増加により裁判官の繁忙

度が著しく高まっている大規模庁を始めとして負担が増大してい

る庁に対し、継続的に相応の裁判官の態勢拡充を図ることについて

検討を進めるとしていた。この第４回報告書の「施策」は極めて重

要だったのであり、「迅速化検証の現在地」を明らかにするために

は、この「裁判所の執務態勢等に関連する要因に関する施策」の「実

現状況と課題」に言及すべきであったと考える。 

  (3) 第５回報告書について 

① 第５回の迅速化検証においては、統計データによる審理期間等の

状況分析に加え、裁判手続外の法的紛争全般を視野に入れた社会的

要因に踏み込んだ検証を実施し、国内外の実情調査や、専門家など

を対象としたヒアリング調査という実証的な手法により、民事紛争
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の社会的実態から見た司法の機能・役割の在り方等を検証した。 

② この検証においては、社会には沈潜化した法的紛争が存在するこ

とが指摘されたが、それらが裁判所に持ち込まれていないことは、

その後、新受件数が減少傾向にあることからも推認可能と言えると

ころ、紛争が顕在化しない理由についてはその後の迅速化検証では

触れられていない。 

(4) 裁判の迅速化法に関する検討会（政府検討会）の実施（２０１４年

（平成２６年）） 

   迅速化法附則第３項に基づき、政府（法務省）において政府検討会

が開催され、迅速化法の施行状況を踏まえて所要の措置を講ずる必要

性の有無及び内容について検討された。最高裁判所の検証と関係諸機

関による検証・実施によって基盤整備を進めるという迅速化法の基本

的枠組みの必要性・重要性は変わらず、最高裁判所において検証が引

き続いて行われることが期待されるなどとされた。 

    これを受けて最高裁は、その後の検証を、第５回までの１０年にわ

たって行った検証結果を踏まえて、統計データの分析を中心としつつ、

それまでの検証結果をフォローアップする形で実施するとし、第６回

以降の検証は、民事、刑事、家事の各分野につき、審理の運用に焦点

があてられた検証が実施されることになった。 

(5) 第６回報告書から第８回報告書 

第６回以降は、検証方法を①統計データの分析と②裁判所、弁護士

会等を対象とした実情調査の２本立てとして、民事、刑事、家事各分

野の手続運用面の課題や取組に焦点を絞ってフォローアップしていく

こととなった。こうした検証の継続により、審理の運用に関して、実

務的に有用な情報やプラクティスの紹介、意見交換が促進される結果

となり、報告書により公表され、実務に反映されるようになった。 

  (6) 第９回報告書 

    ① ２０２０年（令和２年）に入り、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の

縮小等の影響（以下「新型コロナウイルス感染症拡大等の影響」と

いう。）が、裁判所の事件処理動向にも及び、統計データへの影響

も明らかと考えられる状況となった。迅速化検証の実情調査も、対

面ではなく、民事・家事・刑事いずれも１か所ずつウェブ会議を利

用した開催となり、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に関し

ては、東京地方裁判所本庁及び東京家庭裁判所本庁を対象とした調

査が実施された。 

② 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響は、民事事件において「書
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面による準備手続」によるウェブ会議が、もともと民事訴訟法の予

定した内容を超えて利用されるようになったことが特徴であった。 

２ 「３.２ これまでの迅速化検証の分野別振り返り １ 民事分野につ

いて」（第１０回報告書６０頁以下）について 

   検証で明らかとなった長期化要因について、「（３）講じられた審理運

営上の施策とその効果や課題」（第１０回報告書６２頁以下）で、これま

での取組や、施策の効果と課題について論じられている。ここでは、第４

回報告書の「施策」が所与のものとされている印象を受けるが、必要性あ

るいは導入の可否も含めて検討する事項の提案であり、提案された施策の

一部については、意見書で反対意見を述べたところでもある。 

（1）「ア 争点整理のステップの明確化」（第１０回報告書６２頁以下） 

  第４回の日弁連意見書では「３段階の区分自体が多分に観念的なもの

であって、裁判の実情から考えると特に『①証拠収集・主張提出段階』

と『②争点議論段階』の現実的な区別は困難であろうと思われる。」と

指摘するとともに、裁判官が繁忙であるため争点整理の早期段階から案

件の全体を把握する余裕がないことが原因の一つと指摘していた。第１

０回報告書は早期段階で事案の全体を把握する方策として「方向性協議」

に言及し、「今後の課題」で「上記のプラクティスは、典型的な事件に

おいては活発化しているものの、複雑困難な非典型的事件においては、

裁判所及び当事者の一方又は双方に知見やノウハウの蓄積がないという

こともあり、各ステップにおいて裁判所と当事者との間での認識共有が

うまくいかず、ステップ自体もあいまいとなる場合があるといった課題

も見られた」と述べている。しかし、非典型的事件では特に流動性が顕

著であると考えられるが、非典型的事件に限らず紛争解決の場である裁

判には常に流動性を伴うのであるから、「方向性協議」もそのような様

相変化を含み置いた上で適切に運用されるべきであり、所与のプラクテ

ィスとして押し付けにならないように留意すべきである。 

  「第１回口頭弁論期日を取り消して書面による準備手続等に付してウ

ェブ会議による期日、協議を活用することで・・」（第１０回報告書６

２頁）とあるが、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響下で「書面に

よる準備手続」を急きょ活用した側面があることに留意すべきである。 

(2) 「イ 口頭議論の活性化」(第１０回報告書６３頁) 

  口頭議論の活性化の必要性は、これまでの報告書でも何度も指摘され、

集中的に口頭議論を行う期日の実現のために、準備した上で期日に臨む

方策としての案内文書や、釈明事項を記載したアジェンダの利用に、フ

ェーズ１の実施で利用可能となったＩＴツールの活用事例の報告や、口

頭協議では暫定的発言を心証形成に用いないこととするいわゆるノンコ
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ミットメントルールの提案などがなされた。 

(3) 「ウ 有効な書面作成の促進」（第１０回報告書６３頁以下） 

「今後の課題」として、「書面による準備手続を終結した後の口頭弁

論期日において・・主張書面や提出すべき書証を選別するなどの取組は

まだほとんどされていない」とある。適切な争点整理により主張や証拠

の選別を行う必要性・有用性もあることは否定しないが、他方、民事訴

訟においては主張立証の提出過程も弁論の全趣旨として、本来、重要な

ものである。そもそも民事訴訟事件における事案の事実・経緯や証拠は

複雑に絡み合うものであって、不陳述扱いとされた準備書面の内容や不

提出扱いとされた証拠が意味を持つに至る可能性も排斥できないから、

不提出扱いによる選別が行き過ぎれば審理が硬直化したり、著しく不当・

不自然な事実認定や結論となったりする懸念を常に伴う。主張書面や書

証を選別して一部を提出扱いにさせない手続進行は、引き続き慎重に検

討されるべきであり、第１０回報告書により目指していくべきプラクテ

ィスであるかのように奨励される結果にならないか懸念を感じざるを得

ない。 

(4) 「エ 提出期限の遵守」（第１０回報告書６４頁以下） 

  「検討された施策」として、「書面の提出期限の遵守のために、時機

に後れた攻撃防御方法の却下の制度に加えて、制裁（失権効等）を導入

することについて必要性を含め検討を進めることが提示された」と記載

している。 

この点は、第４回報告書に対する日弁連意見書で「時機に後れた攻撃

防御方法の却下は、本来審理されるべき事項を、審理の遅延を避けるた

め無視する例外的措置であって、それゆえ民事訴訟法は『故意または重

大な過失』という主観的要件を設けている。第４回報告書は却下制度の

利用が進んでいないというが、裁判所ができる限り当事者の主張を酌ん

で審理を尽くそうとする姿勢の現れとも評価できるのであり、却下例が

少ないこと自体を問題視すべきではない。」「失権効のような制裁型ス

キームを導入すれば、当事者は最初から手続の概念的区別（主張立証、

争点議論、争点確定）や、制裁発動を意識した訴訟追行をせざるを得な

くなり、審理の硬直化の懸念がある」と述べたところである。 

準備書面の提出期限の遵守の重要性は論を俟たないが、紛争案件の解

決の場である訴訟は複雑に様相が変化するものである。準備書面の作成

は、常に当事者本人との調整も必要であるほか、状況によっては法的構

成や事実の確認・整理に想定以上の時間を要する場合や、弁護士の日常

業務の上では緊急を要する別事件の発生などのリスクもあるため、制裁

型スキームの導入には慎重であるべきである。 
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(5) 「オ ニーズや事件規模等に応じた手続」（第１０回報告書６５頁） 

  法定審理期間訴訟手続について「これに適した事件では活用が期待さ

れる」とするが、同手続については、法制審議会や国会での審議におい

て懸念も指摘され、手続としても、通常訴訟への移行や判決への異議申

立の手続等により必ずしも「終局までの見通しを持って審理に臨」める

とは限らない。裁判官から当事者にこの手続の利用を促すことを条文上

否定していないことを考えると、この手続の選択を、裁判官が当事者（訴

訟代理人が就いている場合に限らない。）に促すことを推奨することに

なる懸念がある。法定審理期間訴訟手続はニーズに応じた選択として当

事者の判断に委ねることが適切であり、迅速化の方策として位置付ける

のは疑問がある。 

(6) 「カ 合議体による審理の積極的な活用」(第１０回報告書６５頁) 

  これまで何度も当連合会が述べたとおり、裁判長の単独事件の負担の

適正化、右陪席が実質的かつ十分に審理に加われる状況の確保など、裁

判官の増員を始めとした態勢整備を基本とすべきであり、合議体による

審理の積極的な活用を図るための「今後の課題」において、態勢面から

の観点と取扱支部拡大の観点が見られないのは残念である。 

(7) 「キ スキルの共有・研修の充実化」(第１０回報告書６５頁) 

    裁判所内部での勉強会等の充実化、他庁とオンラインの意見交換会な

どスキル共有化に関する取組が浸透している。弁護士会でも、研修や研

修動画などで、周知とスキルアップの研修が実施されていることが報告

されている。 

(8) 「ク 小括」（第１０回報告書６６頁） 

  「とりわけ、弁護士人口の増加も相まって弁護士会全体の底上げには

大きな課題が残っており、期日の準備に１か月を要することが常態化し

ている弁護士業務の在り方についても、ＩＴ化に伴って変容が求められ

る状況にある」と記載されているが、この言及は不適切である。期日準

備に１か月を要することとＩＴ化との関連や、ＩＴ化によって直ちに準

備期間を短縮できる関係にあるのかはいまだ検証途上である。とりわけ

訴訟代理人業務の場合、いかに手続がＩＴ化されても、書面の内容を始

めとする依頼者との関係、証拠や資料の確保の必要性など、期日準備に

１か月を要するのはやむを得ないとの声も実情調査で出されたところ

である。また、争点整理手続に関する意識の高まりとともに期日間に準

備すべき課題も多岐にわたるようになり（単なる事実認否だけではなく

法律構成の整頓、取捨選択など）、それらを考慮せずに、準備に要する

期間に関連した記述で「弁護士の業務の在り方についても、ＩＴ化に伴

って変容が求められる」とすることは行き過ぎである。「加えて、新た
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に導入される法定審理期間訴訟手続は、これに適する事案の迅速な解決

に資するものであって、今後、これに適する事案の選別や具体的な審理

運営の在り方等について、裁判所・弁護士会が協力して検討し、実践す

ることが必要となる」との記載も同様であり、法定審理期間訴訟手続に

振り分けることまで協力して実践することが必要と述べることには賛

同し得ない。 

(9) 「(４)専門訴訟について」(第１０回報告書６６頁以下) 

  各地の裁判所で鑑定人、専門委員、調停委員の候補者となる専門家の

確保や裁判所自身の専門的知見の充実に向けて取組が進められている

ことのほか、最高裁でも、これら専門家の推薦依頼制度の運用・拡充の

取組を行い、専門委員については、職務代行による広域利用の運用など

が進められていることが報告され、専門訴訟では、各分野とも、専門部・

集中部を中心として審理運営に関するプラクティスが蓄積され、それら

の成果は各種書籍や法律専門誌での紹介記事で広く発信されていると

し、今後の課題としても、裁判所と弁護士会が協力するなど、一層の取

組を進めていく必要があるとしている。 

  当連合会が従来から指摘してきた専門部、集中部がない地方への配慮、

全国津々浦々で同じ司法サービスを受けられるようにするという観点

からの検証も実施するべきである。 

３ 「３.２ これまでの迅速化検証の分野別振り返り ２ 刑事分野につい

て」（第１０回報告書６８頁以下）について 

(1) 刑事の分野でも、第１回迅速化検証から地方裁判所における刑事通常

第一審事件を対象として統計分析が行われ、刑事については、おおむね

迅速化は達成されていると評価できる統計結果が出て、その後も、平均

審理期間が横ばいの状態にある中で、２００５年（平成１７年）１１月

に公判前整理手続が導入され、さらに、２００９年（平成２１年）５月

に裁判員法が施行された。これらの類型にも統計的分析を行った結果、

裁判員裁判対象事件における公判前整理手続期間は全体として長期化す

る傾向がうかがわれると言わざるを得ないとして、刑事分野では、裁判

員裁判対象事件において充実した公判前整理手続を迅速に行うことを重

要課題と位置付け、第８回検証から、刑事分野でも実情調査が行われ、

その結果も踏まえて報告書が作成されるようになった。 

(2) 刑事事件の迅速化検証においては、統計的分析によって、裁判員裁判

対象事件における公判前整理手続について長期化要因を検討し、第８回

と第９回において、実情調査を踏まえて長期化要因の検討が行われた。

それらの中では、事件内容や事件動向の変化として、電子メールや防犯

カメラ映像など客観的証拠の増加、科学的・専門的知見を要する事件に
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おいては鑑定の要否判定のために協力医からの意見書の入手や鑑定の採

否の応酬に時間を要すること、否認事件や捜査段階で黙秘する事件の増

加が指摘され、当事者の訴訟活動に関するものとして、否認事件では証

拠開示に関するやり取りに時間を要する、争点整理に時間を要するなど

の指摘があった。 

(3) 「（３）講じられた審理運営上の施策」（第１０回報告書６９頁以下） 

これらの長期化要因に対する施策として、起訴後早期の打合せ、公判

期日の仮予約、口頭議論（共通認識を作る。）などが挙げられているが、

表題のとおりこれらは専ら運用面に関するものである。 

しかしながら、迅速化検証の役割は、公判ないし公判前整理手続の長

期化の要因の原因を探り、改善に向けた施策の提言と取組をすることで

ある。刑事事件の長期化要因の一つとして、客観的証拠の増加や科学的・

専門的知見が問題となる事件の増加は明らかであるから、裁判所・検察

庁の態勢強化、協力医の不足への改善策など、具体的な対応策を検討し

提言すべきである。 

刑事事件の迅速化のためには、全面的証拠開示や証拠の電子データに

よる作成・管理及び発受についても検討を急ぐべきである。全面的証拠

開示がなされない現状では弁護側の証拠開示請求が段階的にならざるを

得ない。このほか被告人の身体拘束が弁護側の準備に多大な制約・負担

となっていることにも目を向けるべきである。 

４ 「３.２ これまでの迅速化検証の分野別振り返り ３ 家事分野につい

て」（第１０回報告書７１頁以下）について 

(1) 統計分析に関しては、第１回から家事事件全体の分析が行われ、第６

回報告書以降は、新受件数が減少傾向にある一方で平均審理期間につい

ては、長期化傾向にある一般調停事件を中心に、終局区分別に平均審理

期間に着目する分析を行い、第３回報告書以降は、遺産分割事件、婚姻

関係事件、子の監護事件の類型に分けて、子の監護事件については、更

に養育費請求事件や面会交流事件等の類型に分けたこと、家事事件の中

でも平均審理期間が長い遺産分割事件を取り上げ、長期化要因について、

詳細な統計分析を行うようになったとされ、人事訴訟事件に関して、新

受件数が減少する中で、平均審理期間が長期化している傾向を踏まえて、

統計分析の項目を増やして、長期化要因の分析に努めているとされた。

他方、実情調査においては、２０１３年（平成２５年）１月に施行され

た家事事件手続法の趣旨から、調停手続への裁判官関与の充実及び手続

の透明性確保に向けた取組の浸透の状況や課題等を中心に実情調査を実

施し、これを踏まえて検証で現れた長期化要因の分析を行っている。  

(2) 「（３）講じられた審理運営上の施策とその効果や課題」（第１０回
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報告書７３頁以下） 

分析された長期化要因に対する施策として記載されているところは、

専ら運用面に関するものであるほか、「今後の課題」としても、運用面

の観点しか見られない。 

第４回報告書では、裁判官と調停委員の評議や裁判官の調停期日の立

会いを充実させる等して調停及び審判をより一層充実させるために、裁

判官、書記官等裁判所における人的基盤の整備を図ることや、法廷や調

停室等の不足を解消することについて検討を進めることが提案されてい

たのであり、「これまでの迅速化検証の振り返り」や「今後の課題」に

おいてそれらに言及しないのは不十分である。 

５ 「４ 検証検討会での議論・今回実施した企画を踏まえて」（第１０回

報告書７７頁以下）について 

「審理期間の長期化が、社会的、経済的に弱い立場にある人にとってよ

り大きな重荷となってないか、と指摘されたところであり」とあるが、検

証結果として得られたものではなく実情調査過程で出た一意見の紹介にと

どまる。むしろ、弱い立場の者にとって今の司法の何が大きな負荷・不利

益要素であるかは、本来きちんと検証されなければならない。裁判利用者

の目線には、時間は掛かっても裁判所にもっと言い分に耳を傾けてほしい、

証人も調べてほしい（第１０回報告書によれば、人証調べを実施した事件

の平均証人数は、本人尋問を除くと０．９人である。９３頁）等というも

のもある。 

検証検討会での議論に関して、報告書は、各委員の意見の紹介にとどま

っている。他方で、今回実施した企画を踏まえた提言の部分では、国民の

利用者の目線を意識し、充実した手続の実施による迅速な審理の実現に向

けた議論を活性化していくことも期待される等としているが、第６回目以

降の迅速化検証と同様、実務の運用に関する検証にしか目が向けられてい

ないのは残念であり、迅速化法は基盤整備法でもあることをきちんと意識

すべきである。 

以 上  
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１ 迅速化法の成立 

  迅速化法は、２００３年（平成１５年）３月「閣法」として国会に提出

され、同年７月９日に成立、同月１６日に施行された、司法制度改革審議

会意見書の提言によらない数少ない法律である。その経緯は以下のとおり

である。 

２００２年（平成１４年）７月、「思い出の事件を裁く最高裁」という

川柳が、小泉純一郎内閣総理大臣（当時）によって司法制度改革推進本部

顧問会議で披露され、同日の顧問会議のアピールを契機に法案の作成作業

が開始されたが、その作業は同推進本部検討会に付議されることなく進め

られ、国会審議ではその異例のプロセスが問題視された。当連合会は、迅

速化法という法律の名称や第一審の訴訟手続について「２年以内のできる

だけ短い期間内」に終局させるという目標設定に対し、裁判の充実がおろ

そかにされたまま迅速化だけが進むのではないかとの危惧の念を抱き、法

案修正活動に取り組んだ。その結果、国会審議を通じて、迅速化法第１条

の目的規定に「充実」の文言が入り、第８条第１項に「客観的」の文言が

追加される等の修正がなされ、充実した手続が裁判の前提であることを明

確にするとともに、迅速化法は司法基盤の整備を推進するための基本法・

根拠法であることが確認された。 

２ 基盤整備法としての迅速化法 

  迅速化法は、実証的な検証・提言機能を伴いながら、裁判の迅速化を推

進する施策の策定・実施を図るとともに、国や政府に対して、裁判所にお

ける手続の整備や、裁判所及び検察庁の人的体制の充実を含む基盤整備の

ための施策の実施、法制上・財政上の措置を講じる責務を課し、国民の期

待に応える司法制度の実現に資することを目的とした法律であり、司法制

度全体の基盤整備法である。 

すなわち、第１条で、迅速化法の目的が公正かつ適正で充実した手続の

下で裁判の迅速化を図ることによって国民の期待に応える司法制度の実現

に資することにあると規定した上、第２条第１項では、その裁判の迅速化

は、充実した手続の実施とこれを支える制度及び体制の整備という、運用

面、制度・体制面にわたる総合的な方策の推進によって行われるという基

本的枠組みを明示している。第３条で、迅速化法にいう「裁判の迅速化」

とはこうした基本的枠組みの下での迅速化を言うものとして国に必要な施

策を策定・実施する責務を課し、第４条で政府に対し、第３条の施策に必

要な法制上・財政上の措置その他の措置を講じる責務を課している。 

こうした実証的な検証・提言機能を担う存在が、迅速化法第８条第１項

に基づく最高裁による迅速化検証である。検証検討会は、法曹三者・学識

経験者ら委員１１名で構成され、当連合会は弁護士委員２名を推薦し、迅
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速化検証に協力してきた。 

迅速化検証を振り返る場合には、単に審理期間や審理の運用方法、運用

改善の観点だけでなく、迅速化法が司法基盤整備法であることを踏まえた

検証・提言がなされているか、また、裁判の「公正かつ適正で充実した手

続」は実現・確保されているかという観点を重視する必要がある。 

また、司法基盤の整備に必要な予算措置を講じるべきことは迅速化法自

体にその規定があるもので、当連合会は、裁判所、検察庁の人的、物的態

勢整備の予算措置の必要性や、裁判制度を利用しやすくするための法律扶

助制度の整備拡充などを繰り返し提唱してきた。 

３ 迅速化検証の意義について 

  迅速化検証は、民事、刑事、家事の各分野の統計分析に加え、第３回か

ら裁判所と弁護士の現場からのヒアリングを実施して裁判の長期化要因

の分析を行い、第４回には検討の可否も含めて多くの施策の提言を行い、

第５回は裁判所の手続外の社会的要因の検証をした。 

この第３回から第５回までの迅速化検証は、裁判の長期化要因について

現場からの状況把握を行い、裁判所及び弁護士の双方の態勢面の課題にも

触れ、必要性あるいは導入の可否が問題になることも含めて多くの施策提

言をした上、裁判所を外から取り巻く社会的要因まで踏み込んで分析・把

握した、司法の分野における実証的検証として、例のない画期的なもので

ある。 

長期化要因の検討とこれを克服するための審理運営上の施策に関しては、

２年に一度の割合で公表される報告書の内容が全国の裁判所の実務に多大

な影響を与えることから、当連合会としても、報告書の内容とそれに関す

る当連合会の意見を公表するほか、会員に対して、報告書と当連合会の意

見書の内容を周知する活動を進めてきた。 

４ 第１回報告書（２００５年７月公表）と日弁連意見書 

  第１回報告書に対する当連合会の意見書では、最高裁が報告書の中で迅

速化法を基盤整備法として位置付けたことを評価し、「民事・刑事とも、

裁判に要する期間はかなりの程度短縮化していることが改めて示されて

いる。このような状況では、審理期間という側面にのみ焦点を当てるのは

妥当ではなく、迅速化の面を強調するあまり、裁判の適正や充実がおろそ

かにならないよう、今後も現場の裁判を見守る必要がある」旨、及び迅速

化法案が修正され「裁判の充実及び当事者等の正当な権利の保障が重要で

あることが条文上も明記され」たことは重要である旨を指摘した。この指

摘は、その後、今日に至る迅速化検証においても日弁連の基本的姿勢とし

て一貫して重要な意味を持つものである。 

  残された課題として「第一に、今後、裁判の適正・充実の観点からの検
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証が必要である。第二に、司法制度及び人的・物的体制の基盤整備の観点

からの検証（地域的状況の検証を含む）は十分とはいえない。第三に、裁

判に要する期間とその諸要因の分析についても、（中略）何らかの改善の

方向性を示すような結果は出ていない。逆に、審理期間を短くするために

証人数を減らすべきであるなどという本末転倒の議論につながることを

懸念する」と指摘し、意見の趣旨の末尾において「報告書を各裁判所、裁

判官に配布するにあたっては、現場への誤ったメッセージとならないよう、

格段の配慮をお願いしたい」と特筆した。 

  また、第２回以降の迅速化検証で求められる対象として、①裁判の適正・

充実面、②各本庁、各支部、それぞれの地域における司法をめぐる人的・

物的体制の問題、③「人証の絞り込み」の実態、陳述書多用の実態と人証

採用の関係、尋問時間等、④証拠収集、主張との関係、文書提出命令、送

付・調査嘱託、検証等、⑤当事者の納得・満足度に関する検証、⑥第一審

と控訴審との関係等、⑦地域的状況（人的・物的基盤）が裁判の充実にど

のような影響を及ぼしているか、⑧新制度の導入・実施による影響等を挙

げた。 

５ 第２回報告書（２００７年７月公表）と日弁連意見書 

  第２回報告書は、第１回目の検証結果の公表後、検証検討会における議

論を踏まえ、第一審の事件票について今後の検証作業を効果的に実施する

上で有益と思われるデータ項目を追加するなどして審理期間の状況等に関

する詳細な分析、検討を行った。民事第一審訴訟事件について合計１６庁

の民事訴訟事件を担当する裁判官から審理の実情等に関するヒアリング調

査を実施したほか、大まかではあるが審理期間の手続段階別内訳等を把握

できることとなり、審理期間の中では争点整理期間の占める割合が最も大

きいことが把握された。また、刑事第一審訴訟事件については、審理期間

が長い事件ほど平均証人尋問公判回数が増加して全開廷回数に占める割合

も増加することが明らかにされたほか、公判前整理手続に付された事件の

統計状況にも言及されたが、公判前整理手続については統計の蓄積が十分

でなく全体的評価は見送られた。 

  これに対し、当連合会は、民事・刑事事件の審理期間に影響を及ぼす要

因分析や事件類型別に審理期間に影響を及ぼすべき要因とその背景事情

が多角的に考察され、より実証的なものとなったと評価した。他方で、第

２回報告書が、争点整理に要する期間が長期に及んでいると指摘し、今後

争点整理期間と審理期間との関係について検証すべきことを提案し、今後

の課題として、争点整理期間における訴訟代理人の事件への関与の在り方、

依頼者との関係、争点整理期間の期日準備の実情とそれが審理期間に及ぼ

す影響等を検証することが必要だと指摘した。 
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また、単に審理期間の問題だけでなく、適正かつ充実した審理を実現す

べきこと及びそのための制度及び人的・物的基盤を整備することこそが重

要であるとともに、争点整理のためには相当の期間を必要とするのであり、

民事訴訟が十全に機能しているかという観点から検証されるべきという

意見を述べた。 

刑事訴訟については、基本的には「迅速化」が実現されていることが鮮

明になったとして、今後は、一層、手続の適正と内容の充実が課題となっ

ていると思われると指摘した。 

６ 第３回報告書（２００９年７月公表）と日弁連意見書 

(1) 第３回迅速化検証の特徴は、民事に関して、裁判官ヒアリングの他、

全国１３か所の地裁本庁・支部所在地の弁護士に対し、検証検討会委員

も加わったヒアリング調査が実施されたこと、長期化要因の仮説として

「裁判官等の不足」が初めて報告書に明記されたことである。 

(2) 裁判所の執務態勢等に関する長期化要因として、①裁判官等の不足に

より、裁判官等が多数の事件を抱えて繁忙な状態にある可能性があるこ

と、②専門的知見の取得や法的調査のための態勢が不足している可能性

があること、③合議体による審理の活用が不十分である可能性があるこ

と、④法廷等の物的態勢の不足等が報告書において指摘された。証拠収

集に関連する要因については、①証拠偏在、②個人情報の保護を理由と

する資料提供の拒否、③刑事関係記録、労働災害調査等、別の手続での

資料の利用制限、④契約書などの不存在等が指摘され、文書提出命令の

提出義務、文書送付嘱託や弁護士法第２３条の２に基づく照会に対する

回答拒否の問題も指摘された。 

当連合会は態勢面への問題意識が示されたことを評価し、例えば検証

の実施率が低いことには裁判所の態勢の不十分さが影響しているのでは

ないか等、執務態勢についても更に深い検証と分析を進めるべきである

とし、証拠収集制度の不備が審理の適正充実、迅速化を妨げているとし

て、証拠収集制度の整備強化に取り組むべきであるとも述べた。 

(3) 民事訴訟事件一般に共通する長期化要因として、①主に争点整理の長

期化に関連する要因、②主に証拠収集に関連する要因、③専門的知見を

要する事案に関連する要因、④裁判所・弁護士の執務態勢等に関連する

要因の四つに大別し、これら要因の状況並びに背景などについて言及さ

れた。また、争点整理が長期化しがちな事件類型として、①争点多数・

当事者多数の事案、②専門的知見を要する事案、③先端的で複雑困難な

問題を含む事案の三つが指摘された。 

報告書は、専門的知見を要する事案の審理につき、当該専門分野の事

案の集中部での審理、専門的知見を要する事案に関する管轄集中にも言
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及した。 

当連合会は大規模庁でしか審理を受けられない懸念等から慎重意見を

述べるとともに、多くの弁護士の意見として、こうした事件に対応する

には個々の裁判官が忙しすぎる、裁判官の絶対数が不足しているとの指

摘があり、裁判所の人的、物的態勢の整備を含めた対応が強く求められ

ると述べた。 

(4) 刑事通常第一審事件の平均審理期間は、前回に比べ、全体で３．１月

から２．９月へ、否認事件においては８．９月から８．４月へと短縮さ

れ、２年超の事件割合も０．３％から０．２％に下がっていることが明

らかにされた。当連合会の意見では、刑事事件においてはむしろ「適正、

充実」な裁判の実現という課題の進捗状況を検証することが重要と指摘

した。 

(5) 第３回の迅速化検証においては家事事件が検証対象に加えられた。 

特に、遺産分割事件の長期化要因の分析が行われ、当事者多数、感情

的対立、前提問題や付随問題、特別受益や寄与分の主張など多くの要素

が指摘された。 

当連合会の意見として、付随的問題の回避や、特別受益や寄与分に関

する主張の抑制、当事者の感情の軽視といったことがないように留意す

るべきであるとの意見を述べたほか、家庭裁判所が調査嘱託の採用に消

極的との声があり、その背景には書記官・事務官の多忙や不足が存在す

る可能性がある。家事事件における証拠収集手続の実態について検証し、

証拠収集制度等について必要な整備を図るべきであるとの意見を述べた。 

７ 第４回報告書（２０１１年７月公表）と日弁連意見書 

  (1) 第４回報告書は、長期化要因の継続的検証と、第３回報告書公表後に

実施された全国実情調査で寄せられた各地の裁判官、弁護士の意見に基

づいて、大きく「制度・運用面からの施策」「裁判所及び弁護士の執務

態勢面」に分け、改善のための施策を提言している。併せて、裁判手続

に内在する要因、態勢面における要因に加えて、社会経済的背景や国民

の意識など裁判外の社会的な要因にも考慮を及ぼして、真に実効性のあ

る裁判の適正、充実、迅速化につなげたいと述べた。 

(2) 民事訴訟手続の制度・運用面に関する改善の方策として、随所に「必

要性」あるいは「導入の可否」も含めた踏み込んだ施策提言をし、多く

の施策案が提言された。争点整理手続を効率的、効果的に行うための施

策提言として、「①証拠収集・主張提出段階」、「②争点議論段階」、

「③争点確定段階」の三つのステップを明確に意識して進めるプラクテ

ィスを可能にする方策と、文書提出命令申立等を証拠収集方法の時期的

な制限、口頭での集中議論を行う期日、時系列表の作成提出を当事者に

39 / 49 ページ



6 
 

求めることなどが示された。 

裁判所の訴訟指揮や、判断の実効性確保については、英米法の法廷侮

辱を参考に、多角的な検討を行った上、失権効などの制度導入について

検討を進めるとされた。 

専門的知見を要する事案の長期化要因に関する施策として、専門委員

を活用しやすくする施策、専門的知見の獲得に資する施策、弁護士の専

門化推進、適切な鑑定人の確保等、専門的知見を要する事案におけるＡ

ＤＲの活用が挙げられた。また、専門的知見の取得や法的問題点に関す

る調査における裁判体へのサポート態勢を補うため、裁判所が必要と考

える際に行政庁、研究機関、専門家団体等に対して、意見、照会ができ

るような制度について、可能性も含めて検討を進めるとされた。また、

先端的で複雑困難な問題を含む事案では、論点整理や法的問題点に関す

る調査に膨大な労力を要すること、適正な判断を導くために多様な観点

からの検討を重ねる必要があることから、裁判所における人的基盤の整

備を図りつつ、合議体による審理をこれまで以上に活用することについ

て、検討を進めるとされた。 

第４回報告書の施策提言について、当連合会は、争点整理の段階的区

別は裁判の流動性との関係で困難であり審理の硬直化を招く懸念があ

ること等を指摘し、また、制裁的なスキームで手続の効率化を図ること

にも反対ないし慎重意見を示し、制度、運用面での施策を検討するに当

たっては、当事者の正当な権利利益が保障され、当事者の納得の得られ

る適正で充実した審理が求められると述べた。 

また、第４回報告書が、特に医療関係訴訟に関して集中処理の充実と

いう施策が審理の適正、迅速化にとって有益であり、国民にとってメリ

ットが大きいことが強調されている点に関して、当連合会は、全国の裁

判所に医療集中部を設置する人的余裕がない中では裁判所の地域格差

が広がること、将来、地方においては、医事関係訴訟について実質的に

適正、迅速な裁判を受けられなくなるおそれがあることを指摘した。 

建築関係訴訟については、当連合会は、裁判官が早期の現地見分を実

施しやすい態勢の整備を求めた。 

労働関係訴訟については、第４回報告書が、労働関係紛争における手

続的整備の検討必要性を述べていることに対して、労働審判事件が急増

し、訴訟や仮処分事件も増えている状況を踏まえれば、裁判所の人的物

的基盤の更なる整備拡充、労働審判を実施する支部の拡大も必要である

と指摘し、専門部・集中部による処理に偏せず複数の部が担当するよう

に態勢を整備するべきだとの意見及び使用者が保有する資料を労働者

が入手しやすくする制度の創設が積極的に検討されるべきであるとの
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意見を述べた。 

(3) 家事事件の中で、特に、第３回に引き続いて遺産分割事件を取り上げ

て、同事件に特有の長期化要因に関する施策の検討が行われた。当連合

会は、基本的な方針には賛成意見を述べたが、前提問題について訴訟提

起がされることになった場合に遺産分割事件の取下げが求められる運用

については、改めるべきであるとの意見を述べた。また、遺産の相当な

評価額の認定を可能とする制度の導入については、積極的に検討するべ

きとの意見を述べた。 

  このほか調停手続への裁判官の関与を積極的に進めるべきであるとの

意見を述べ、調停委員の都合や、調停室の手配がつかないなどの理由で

期日が指定できないという点は国民の不満が強い点であるから、物的態

勢の拡充や、裁判官に限らず担当書記官の増員も必要である旨の意見を

述べた。 

(4) 第４回報告書では、裁判官の手持ち事件の増加（貸金業者に対する過

払金返還請求事件のピーク時であった。）や事件の複雑困難化による裁

判官の繁忙度の増大が審理の迅速化や判断の適正、充実化のマイナス要

因となることを認め、充実した迅速な事件処理を行うために裁判官の手

持ち事件数を減らして時間を作り出すことの必要性や、大規模庁におい

て事件数の急増と複雑困難事件の増加により裁判官の繁忙度が著しく高

まり、審理の迅速化や判断の適正、充実化に対する阻害要因となってい

る実情を受け、裁判官の手持ち事件数、繁忙度を軽減して負担を減らす

ために「継続的に相応の裁判官の態勢拡充を図る」必要性を認めて検討

を進めるとされた。 

これに対して、当連合会は、第４回報告書が自ら態勢拡充の必要性に

言及したことを高く評価しつつも、裁判官非常勤支部の解消を始めとす

る国民にとってどこにいても法的正義を求めることができる司法基盤の

整備、拡充を目指すという姿勢を求めた。 

(5) 刑事事件については、第３回迅速化検証と同様に、最新の統計データ

に基づき刑事通常第一審事件の概況のほか、否認事件の審理期間の状況

につき検討され、公判前整理手続に付された事件の平均審理期間と経年

変化にも着目されたが、裁判員裁判の施行から十分な期間が経過してい

ないことから、確定的な分析と評価はせず、引き続き動向を注意してい

くこととされた。 

当連合会は、審理期間の問題は統計上もクリアされているとの前提で、

適正、充実の要請に応えるものになっているかどうかが検証されなけれ

ばならないとの意見を述べた。 
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８ 第５回報告書（２０１３年７月公表）と日弁連意見書 

(1) 第５回報告書は、統計データによる概況分析に加え、裁判手続外の法

的紛争全般を視野に入れた社会的要因検証に広く踏み込んだことが最大

の特徴である。この検証は、島しょ部の役所を始め、裁判所の枠を超え

て国内外の実情調査やヒアリング調査という実証的な手法により民事紛

争の社会的実態から見た司法の機能・役割の在り方等を検証する画期的

なアプローチであった。 

(2) 第５回報告書は、裁判の在り方に影響を与える「社会的要因」に関連

して、概要次のような趣旨を述べている。 

  社会に潜在的な紛争が多数存在する。今後、法的紛争の顕在化・増加

が見込まれ、かつ、法的紛争が複雑化、多様化、先鋭化する可能性があ

る。裁判外の紛争処理は、民事・家事調停を中心とする司法型ＡＤＲの

役割が依然大きい。医師賠償責任保険や無過失補償制度、住宅瑕疵担保

保険制度などの保険の整備による影響がある。高齢化の進行や、少子化・

核家族化などにより、家庭裁判所の役割の重要性が一層高まると考えら

れる。裁判所には、裁判外の制度が形成される前提として、社会的影響

の大きな判断を求められる紛争について質の高い判断を示すことが求め

られ、裁判外の制度等が創設された後にも新たな問題について制度運用

に資する基準を提供するともに、裁判外での解決が困難な事件を適切に

解決していくことが求められる。司法型ＡＤＲとして民事調停の充実が

必要で、家事事件では家庭裁判所が紛争解決の中核であり、事件処理の

負担が増えると予想され、裁判所は、運用改善等の努力だけでなく、裁

判所の基盤整備を含めた態勢面の施策も着実に実現していく必要がある。 

(3) これに対して当連合会は、社会的要因に対する実証的な分析結果は、

司法の手続・制度面の問題点を検討する上でも示唆に富む資料となると

して、裁判所が、全国のどこでも、どのような紛争でも適正かつ迅速に

解決する容量と態勢を整えていることは、単に紛争当事者の権利保護に

資するだけではなく、法治国家として不可欠な社会基盤である。紛争の

解決が裁判所に持ち込まれず潜在化していることについて、潜在化して

いる紛争とは具体的にいかなる問題・紛争なのか、それらは、なぜ司法

による解決ルートに現れてこないのか、逆にこれらが顕在化した場合、

裁判所を始めとする紛争解決の諸制度に、どのような課題が生じるかを

検討することも必要であると指摘し、裁判所の基盤整備の必要性を重ね

て述べて、特に、裁判官非常駐支部の解消をはじめとする支部問題の重要性

を指摘した。報告書が指摘した小規模な案件に限らず、訴訟になじみにくい内

容の案件や、訴訟によらず民事調停で解決を図るケースに対応するために、

本庁、支部だけでなく、簡易裁判所の充実も不可欠であり、総合的な基盤整
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備(裁判官・書記官の増員、物的施設の拡充、調停委員の態勢強化)を図り、

紛争解決における裁判所の役割を強化することが重要かつ不可欠である

と指摘した。また、多様な紛争解決手段の整備、証拠・情報収集手続の

拡充、集合的権利訴訟制度の導入・整備など紛争解決のプロセスの充実、

弁護士費用保険や民事法律扶助など解決コスト面の制度整備など、広い

観点から紛争解決制度全体の整備・強化を図っていく必要がある。家庭

裁判所については、件数の増加や先鋭化による負担増は既に明らかであ

り、家事調停を始めとする家庭裁判所の機能充実、裁判官、調停委員の

増員などの基盤整備・機能強化が急務との意見も述べた。 

９ 第６回報告書から第８回報告書と日弁連意見書 

(1) 第６回以降の検証が、手続の運用改善について視点を絞って掘り下げ

る形となり、審理の運用に関して実務上、具体的で有用な情報、プラク

ティスの紹介、意見交換が行われる結果となって、その結果が更に実務

に反映されるようになったのは前記のとおりであり、当連合会としても、

報告書の内容が実務の指針を示すようになってきていることの周知に努

めてきた。 

(2) 第６回報告書から第８回報告書 

① 民事について 

争点整理手続における裁判所と当事者の間の認識共有に係る運用状

況や、合議体による審理の活用等につき実情調査が実施された。報告

書には、認識共有が必ずしも円滑に行われていないことがうかがわれ

るとの記載、事件類型別や事件の質的困難化の観点からも分析を行う

ことが必要との指摘、また「その他の損害賠償」にはそもそも何が争

点になるか等の認識共有が困難な非典型的な事件を数多く含むため、

平均審理期間が比較的長い事件類型であるところ近年その事件数は増

加傾向にあるとの指摘がされた。 

また、各報告書では、合議体による審理の活用については積極的・

肯定的な評価をするとともに、裁判所が多数の事件を抱えて繁忙な中

で苦心・工夫をしていることがうかがえるとしている。 

② 刑事について 

第８回の迅速化検証から、裁判員裁判事件における公判前整理手続

の運用状況について実情調査が開始され、地裁本庁の裁判官、対応す

る検察庁の検事、対応する弁護士会に所属する弁護士へのヒアリング

が行われた。 

電子メールや防犯カメラ映像等の客観的証拠の量の増加や解析、確

認作業の負担が公判前整理手続の長期化に影響を与えていること、科

学的・専門的知見が問題となる事件における専門家へのアクセスに関
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するプラクティス、弁護人の証拠開示請求に関する問題意識に言及さ

れた。 

③ 家事について 

  第６回の迅速化検証では、２０１３年（平成２５年）１月施行の家

事事件手続法に基づく家事調停における裁判官関与の充実及び透明性

の高い手続実現のための運用状況を検証するための実情調査が実施さ

れた。 

  第７回の迅速化検証以降、家事調停における裁判官関与の取組、調

停と審判や人事訴訟との関係等の運用状況等につき、実情調査が実施

された。 

(2) 第６回報告書から第８回報告書に対する日弁連意見書の要旨 

① 民事について 

迅速化法の目的は、手続運用上の改善の取組のみならず、司法をめ

ぐる人的・物的基盤の整備からも達成されるべきものであって、常に

運用改善と基盤整備の両面から検討する姿勢が不可欠であることを繰

り返し指摘してきた。 

また、合議体による審理の活用についても、人的態勢の拡充等を含

め単独事件の負担軽減を図るための施策が必要である。この点につい

ては、第４回報告書においても「裁判長の単独事件の負担の適正化と、

そのために必要な右陪席の態勢整備について十分留意する」旨述べら

れている。 

② 刑事について 

  法曹三者の認識共有の取組で改善するというだけでは十分ではな

く、態勢面の強化が図られなければならない。 

  事件内容の変化に対応して、検察庁が現状の人員態勢で著しく繁忙

になっているため、その態勢強化を図ることが必要である。被告人の

防御権という観点からは国選弁護人２名体制で常に足りるのかとい

う問題がある。客観的証拠の開示のための機材が整っていない等も期

間を要する要因になっている可能性がある。 

法曹三者の認識共有が十分に図られていないことが長期化の要因で

あるとの報告書の指摘があるが、刑事事件の場合には認識共有とは何

をどこまで共有するのかという問題がある。このほか、被告人の身体

拘束が弁護側の準備に多大な制約・負担となっている。刑事訴訟法の

改正という視点も必要である。全面的証拠開示が実現すれば、審理期

間の短縮に大きな効果がある。また、裁判員裁判が裁判官の不足、法

廷の不足により遅延している可能性、あるいは今後の遅延が生じる懸

念にも目を向けるべきである。 
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③ 家事について 

  別表第一審判事件の急増による負担の増加が、別表第二審判事件や

一般調停事件の平均審理期間や具体的な事件処理に影響している可能

性があるのではないかと指摘した。また、家事事件の増加や解決の困

難化については福祉機関との連携協議の在り方など、より具体的な改

善課題、方策を積極的に示していくことも重要であると述べた。 

各回の検証報告書では、家庭裁判所の裁判官、書記官、家裁調査官、

調停委員の繁忙度や、小規模庁の所在地における調停委員の人材確保

等の課題に触れられていない。裁判官関与の充実の取組についても、

裁判官の繁忙度からの視点が見られない。家庭裁判所が繁忙で調停期

日が入りにくいこと、長い評議待ち時間が生じること、調停室や待合

室の不足などは少なくとも手続代理人や利用者の感覚からは明らかで

ある。人的物的な態勢拡充の観点を常に関連付けて検討すべきである。 

なお、第８回報告書に対する日弁連意見書では、家事事件について、

態勢面の強化の必要性に加えて、特に、次のような具体的言及をした。 

手続代理人弁護士の関与のない案件において、当事者の利益保護や

手続進行上の問題は生じていないかなども検証する必要がある。子の

監護事件については、審理期間の動向にとらわれて十分な権利保護、

利害調整を欠く拙速な手続進行を招かないことが重要である。試行的

面会交流の設備や実施状況、家裁調査官の関与や担当件数の検証など、

手続の実質的な内容面から利害調整が十分に行われているかを重視す

べきである。調停において審判や人事訴訟の審理及び結論の見通しを

も念頭に置きつつ調停の進行、運用を行うことについては、裁判官と

弁護士との間に意識の違いも見られ、今後も更に検証が必要である。 

１０ 第９回報告書（２０２１年７月公表）と日弁連意見書 

(1) 第９回の迅速化検証は、引き続き、第８回までのテーマを軸とした更

なるフォローアップ検証が予定されていたが、２０２０年（令和２年）

に入り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による影響という攪乱

要因が生じた。実情調査のヒアリングも、民事・家事・刑事いずれも１

か所ずつ、ウェブ会議を利用した調査となった。 

(2) 裁判所業務に対する新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、東

京都の感染状況が深刻であったことも踏まえて、東京地方裁判所本庁及

び東京家庭裁判所本庁を対象として調査が実施された。緊急事態措置の

実施期間（２０２０年（令和２年）４月及び５月）中、裁判所は緊急性

の高い業務を除いて業務を縮小し、既済事件はその業務縮小の範囲の違

いにも左右されるが前年同月よりも減少し、緊急事態措置の解除後は感

染防止策を講じながら段階的に業務を再開したことで、既済事件数が同
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年６月以降に徐々に回復したことが明らかとなったと報告された。 

(3) 分野別の報告書の内容 

  ① 民事について 

第９回報告書では、第６回から第８回までのテーマを基本的に踏襲

しつつ、争点整理の活性化に関して裁判官と代理人との議論に着目さ

れた。 

代理人の側からは「裁判所が、代理人に対して質問する際に、どの

ような理由からその疑問を抱いたのかについてまで詳しく説明するこ

とはなく（代理人としては、その主張・立証が認められないという可

能性が高いという趣旨と理解している）、(中略)代理人として準備不

足、認識不足等の事情等もあり、裁判官の質問に対して的確に答えら

れないことが多い」といった実情が紹介された。期日前の準備の実情

においては「期日間の準備が予定どおり進まず、結果として、準備書

面の提出が遅くなることから、期日前の準備についても十分に行われ

ていない実情がうかがわれた」とされている。 

   また、今後に向けて「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏ま

えて、審理運営の在り方に変化が生じていることが紹介された。こう

した変化は民事訴訟手続のＩＴ化を見据えた審理運営の改善にもつな

がっていくものであり、有用な運用を着実に定着させるためには、裁

判官のみならず、弁護士もそのような意識を持って取り組む必要があ

る」とし、「社会全体が新たな生活様式へと変化していく中、民事訴

訟手続のＩＴ化を並行して実践していくことも踏まえると、法曹関係

者が協力して、既存の審理運営の在り方にとらわれずに、審理運営を

改善するためにはどのような方策が考えられるかについて、真剣に考

え、取り組んでいくべきである」とも述べている。 

 ② 刑事について 

防犯カメラ映像など客観的証拠の増加や科学的・専門的知見が問題

となる事件が増加しているほか、社会情勢の変化や科学技術の進展等

を背景とする言わば外在的な要因については訴訟関係者の取組により

直ちに対処することが容易でない。公判前整理手続が長期化すること

の弊害や、迅速・充実化に向けた改善の必要性を改めて認識し、公判

前整理手続の基本的な在り方について更に議論を深め、認識を共有す

るとともに、そのための具体的な方策についても検討し、共有してい

くことが有用であるとされた。 

  ③ 家事について 

家事事件全体について、別表第一審判事件の新受件数は引き続き増

加傾向にあり、別表第二事件の新受件数は調停事件を中心におおむね

46 / 49 ページ



13 
 

緩やかな増加傾向にあり、一般調停事件については新受件数が減少傾

向にある一方で平均審理期間は緩やかな長期化傾向にあるとした。 

遺産分割事件においては、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響

もあったと考えられるが簡易迅速な紛争解決手段として調停に代わ

る審判が積極的に活用されていることが運用改善上の一つの取組と

して注目されると言及された。 

婚姻費用分担事件の増加傾向が指摘され、別居後の生活基盤に関わ

る婚姻費用分担事件の解決が優先されることで、夫婦関係調整事件に

おいて離婚条件等の実質的協議に入る時期が遅くなったり、離婚・婚

姻費用のいずれを先に取り上げるかで紛糾したりするなどが長期化要

因となっている可能性が指摘された。調停事件については、午後に時

間枠を二つ取ること、期日の所要時間と課題を明確に意識すること

等々の工夫、取組に言及された。また、子の監護の事件では引き続き

新受件数の増加と審理期間の長期化がうかがわれるとした。 

人事訴訟は、新受件数が若干減少した一方、近時の平均審理期間の

長期化傾向は依然として続いている。全体的に進行の困難な案件が増

えていると考えられるが、その要因として、財産分与の申立てのある

離婚事件で資料収集をめぐって審理が難航しがちであることや、離婚

原因について必ずしも事案の結論と結び付かない周辺事情の主張の応

酬などがある。関連して、人事訴訟を念頭に置いた離婚調停の運営の

在り方についても検討された。 

(4) 第９回報告書に対する日弁連意見の要旨 

① 民事について 

裁判官が中立の形で述べても代理人は当該主張が通りにくいとの警

戒感を抱く場合が多く、質問の意図を裁判官に尋ねることが少ないの

は、裁判官の質問が意外であってその場ですぐに意図や趣旨を確認で

きないか、本人への確認の必要性等から即答を控える場合もある。期

日前に裁判所から代理人へ連絡できるようにするなどの方法により改

善すべきである。裁判官の発言も一方当事者への肩入れの指摘をおそ

れて曖昧である場合がある。 

真に争点整理を活性化するためには、法律構成、主張立証予定の発

言、進行の見通しなどに関する代理人の発言が後から揚げ足取り（対

立当事者の代理人が援用するなど）されないこと、争点整理の過程で

は一定の変更や撤回があって当然という前提を、裁判所がより明示・

徹底する必要がある。 

期日間準備についても、代理人は依頼者との調整など様々な要素の

中で期日間準備をしており、事前の想定通りに進まないことは起こる。
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代理人による事前準備が想定よりも時間を要し、準備が不十分なまま

期日を迎えた場合、ウェブ期日の導入により柔軟な対応が可能になっ

ているから、その次の期日間隔を短く設定すること等で審理を充実さ

せる柔軟な進行が検討されるべきである。 

合議体による審理の活用については第９回でも肯定的な報告がな

されたが、現状の人的態勢を前提とした合議体活用のための取組、工

夫ではそろそろ限界もあると考えられる。人的態勢の拡大が不可欠の

課題である。 

今後に向けて法曹関係者が協力して改善の方策を検討していくこ

との重要性に異論はないが、個々の取組についてはあくまで新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大という特異な状況下で応急的・便宜的に

とられた側面を含むことを意識し、既存の手続規定との整合性などを

確認しながら検討していくべきである。 

② 刑事について 

客観的証拠の増加など公判準備の負担が増す中では、裁判の迅速化

のために証拠のデジタル化、証拠解析のためのシステム改善、検察庁

の人的・物的態勢の強化充実、被告人が証拠を十分に検討できるかに

配慮した適切な保釈の運用、拘置所においても被告人がデジタル証拠

を十分に検討できる環境の整備、必要な数の国選弁護人の選任なども

視野に入れて検討することが必要であると考える。 

また、報告書は認識の共有を言うが、刑事裁判の迅速化に当たって

害されてはならない権利利益の主体は被告人であり、検察官が証明責

任を負う刑事手続では、民事事件における争点整理や証拠等の重要性

についての双方当事者の認識共有と同列に論ずることはできない。 

③ 家事について 

家庭裁判所が繁忙であることは以前より指摘されており、一定の人

的態勢拡充は行われてきているものの、手続代理人の立場からは大き

な改善は実感できない状態にある。新型コロナウイルス感染症拡大等

の影響により、調停室の不足、待合室の混雑回避の困難等が更に明ら

かになり、家庭裁判所の基盤整備の必要性がより一層明らかになった

といえる。 

調停について午後に２枠を取ること等の工夫が重要であることは否

定しないものの、所要時間の短縮や事情聴取の効率性の追求は、当事

者の解決意欲の妨げになる可能性がある。「あるべき調停の姿」につ

いて引き続き議論を重ねることが重要である。 

子の監護者指定、子の引渡しや面会交流等の事件については子の福

祉の実現を最も重要な観点として調整を行い、拙速な手続進行を招か
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ないよう家庭裁判所の司法的機能、福祉的機能が十分に発揮されるこ

とが重要である。 

人事訴訟の争点整理が長期化することは日々実感するところであ

る。五月雨式な財産開示要求、周辺事情の主張の広がり過ぎなどに対

する取組として報告された内容は今後、実務上推進していくべきであ

ると考えるが、人事訴訟を念頭に置いた離婚調停については、調停は

訴訟とは異なり、法的判断を意識しながらも双方の主張を聴きつつ調

整を行い、合意形成を目指す手続であるから、当事者や事案によって

は人事訴訟の見通しを示すことが調停での解決が促進される場合も

あるが、調停が人事訴訟に向けた争点整理になるような運用は避けな

ければならない。 

１１ 第１０回報告書について 

意見書で詳論したとおりである。 

以 上 
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